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概 要

日本 語 で は 、条 件 的 陳 述 を表 わす4つ の 基 本 的パ タ ー ンが 並 存 す る。 本 稿 で

は 、 まず 、 こ れ らの パ タ ー ン に対 応 す る そ れ ぞ れ の構 文 に つ い て 、情 報 論 的立

場 に基 づ きそ の 基 本 的 特 質 を 抽 出す る こ と を試 み る。 そ の 際 に は 、発 話 と して

の 文 の側 面 に焦 点 をあ て 、 さ ら に 、発 話 の 暫 時 的 な(認 知 的)処 理 過 程 自体 に

注 目す る。 ま た 、発 話 行 為 と条件 文 との 間 に み られ る関 係 につ い て も考 察 す る。

そ こで は 、「コス ト」 とい う概 念 が 重 要 な働 き を担 う こ と に な る 。次 に 、 これ ま

で得 られ た 一般 化 お よび 仮 説 に基 づ き、(自 然 言 語 にお け る)条 件 的 陳述 とは な

にか 、 とい う本 質 的 な 問題 に関連 して 、 い くつ か の理 論 的仮 説 を提 起 す る 。本 稿

は 、最 近 の(情 報 論 的 観 点 に基 づ く)動 的 な 意 味 論 の 考 え方 を基 盤 とす る 、 日

本 語 の 条件 文 に つ い て の1つ の 研 究 の事 例 で あ る。

hIapanese,wehave(atleast)fourbasicpattemsforconditionals冫eadt

ofthemhasitsownusageandrestriction.Inthispape葛Iinvestigatethe

crucialcharacte齟csofthesepatternsfrom出einfo㎜ation一 止eoreHcper-

spective,employingtherecentoutcomesofDynamicSemantics,where

weplacegreat㎞portanceonthetransient(cognitive)processofutter-

ance.Also,thecorrelationbetweenconditionalsentencesandspeechacts

istakenupseriouslγHere,thenotionof'cost'willplayasig㎡ 丘cantrole.

Then,severahheore廿calh》To出esesarepresentedconcemingthefmda-

mentalquestionofhowconditionalstatementsaretobestructuredinnat-

urallanguage・

キ ー ワ ー ド:条 件 文(conditionals)、 情 報 態(infomtationstate)、 動 的意 味

論(dyn㎜icsemantics)、 発 話 行 為(speechacts)、 コス ト(cost)
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1序

日本 語 は 、 「条 件 文 」(conditionals)と よ ば れ る形 態 を分 析 す る う え で 、利 点 を備 え て い

る 。 とい うの は 、 日本 語 で は 、 英 語 の'ifp,theng.'と い う形 式 に 概 ね対 応 す る表 現 と し

て 、 い くつ か 基 本 的 な形 態 が 分 離 され 顕 在 化 され て い る か らで あ る。 英 語 で も 、 もち ろ ん 、

"supposingthat
_"、"providedthat_"な どの よ うな形 態 が あ る が 、 こ れ らは'if戸,

theng!と い う基 本 的 な形 式 に比 べ れ ば 、あ くま で周 辺 的(peripheral)な 表 現 手 段 に す ぎな

い 。 他 方 、 日本 語 で は 、概 略 、次 の よ う に表 わ され る 基 本 的 な形 態 が並 存 す る 。

● 如conditionals:P'o,q・

● 加砌conditionals:P一 如㍑,q・

● わαconditionals:P一 θわβ,q・

● πβア躍condiUonals:P(πo)η αγβ,q・

こ れ らの 形 式 は 、(少 な く と も、現 代 日本 語 の 共時 的体 系 で は)ど れ も条件 的 陳 述(condi-

tionalstatement)を 表 わ す 基 本 的 形 態 で あ り、 い ず れ か が 他 よ り も よ り基 本 的 で あ る とは

い え ない 。 さ らに 、 こ れ らの 形 式 を用 い る に あ た っ て は 、 そ れ ぞ れ 、(場 合 に よっ て は 、 か

な り微 妙 で は あ るが)独 自の 制 限が 観 察 され る。 つ ま り、 各 々の パ タ ー ンは 、一 般 的 に い っ

て 、 「条 件 的 陳 述 が 自然 言 語 に お い て どの よ う に構 造 化(言 語 化)さ れ る か 」 とい う点 にか

か わ る特 定 の側 面 に対 応 して い る と想 定 され る。 した が っ て 、 日本 語 の 条 件 文 の分 析 は 、た

ん な る記 述 的 研 究 に と ど ま らず 、「条 件 文(条 件 的 陳 述)と は何 で あ るか 」 とい う本 質 的 な

理 論 的 問 題 につ な が っ て い く。

条 件 文 に つ い て は 、 こ れ ま で 、論 理 哲 学 お よ び形 式 意 味 論 の 観 点 か ら も 、 か な りの研 究

の 歴 史 が あ り、 自然 言 語 の 条 件 文 の重 要 な側 面 が 分 析 さ れ て きた 。 しか し な が ら 、 これ ら

の 分 析 の い ず れ で あ れ 、 そ れ が 条 件 文 に対 す る包 括 的(exhaustive)分 析 で あ り、他 の 考 え

方 が そ の た ん な る派 生 的 な もの に 還 元 され る とは 、 そ の理 論 の提 唱 者 も安 易 に 考 え た りは

し な い で あ ろ う。 実 際 、 わ れ わ れ の条 件 的 推 論(conditionalreasoning)に は 、 い くつ か の

モ ー ドが 想 定 され 、 そ れ らに応 じて 、そ れ を言 語 に構 造 化 す る さ ま ざ まな 方 式 が考 え られ る 。

す な わ ち 、 条 件 文 の 先 件(antecedentclause)と 後 件(consequentclause)の 情 報 論 的 内 容

(i㎡ormationalcontent)の 結 び付 き に対 して 、異 な る認 知 的 見 方 な い しは態 度(attitude)

が 可 能 で あ り、 さ ら に 、統 語 的 に は 、 問題 とな る言 語 の 文 法 体 系 に依 存 した形 で 、 そ れ ら の

条 件 的 陳 述 の バ リエ ー シ ョ ンが 具 現 化 さ れ る こ と に な ろ う。 した が っ て 、 さ きに述 べ た よ う

に 、 い くつ か の 基 本 的 な条 件 文 の パ ター ンが 表 層 で並 存 す る 日本 語 は 、興 味 深 い研 究 対 象 と

な る。

この 問 題 にア プ ロ ー チ す る 自然 な研 究 方 法 は 、そ れ ぞ れの 基 本 的パ ター ン につ い て 、 そ の

も っ と も中 核 的(crucial)な 特 質 を抽 出 す る こ とか ら始 め る こ とで あ る が 、 そ の仕 事 は 当 然
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のことなが ら容易ではない。まず第1に 、多 くの場合、これ らのパターンの間の相違は、き

わめて微妙な、いわば、コノテーションの違いとして認識されるにす ぎない。ここでは、情

報論的観点(出ei㎡o㎜a廿on一 止eore廿cperspective)に 基づ き、表面上は同一に見える条件

文の先件 と後件 との結び付 きの相違 を識別することを試みることになる。

さらに、(日 本語の)条 件文(の 基本パターン)を 分析す る際には、次の困難な問題 にも

遭遇することになる。第1に 、われわれはたんに条件的陳述 自体 を問題にするのでは十分で

はなく、それと発話行為(speechact)一 たとえば、話し手の推定、評価、意図、要求、等一

の側面 との関わ りも問題にしないわけにはいかないことになる。ここでは、それぞれの基本

パターンの後件および後件 と先件の問の関係に対する制限に関 して議論するなかで、この問

題を取 り上げることになる。

第2に 、これまで安易に 「(現代 日本語の文法体系の中で)"並 存す る"基 本的パ ターン」

ということばを使ってきたが、この点を真剣に問題 にするとすれば、いわゆる、通時的/共

時的な言語の関わりをそれな りに考えなければな らないことになる。つまり、これらの4つ

の形式は、その時点の言語の共時的な断面では互いに対立することにより、それぞれの価値

をもっているわけではあるが、当然のことなが ら、それぞれ異 なる歴史的成立の過程があり、

さらに、それ らに見いだされる共時的対立関係 もたんに部分的であるにす ぎないと想定 され

る。要は、(現代 日本語の)母 語話者 は、その対立が有意義である場合 にのみ、それらの形

式 を対比的に使用 し、認識するにす ぎない。 したがって、た とえ、い くつかの日本語の例文

に基づいて、これらの基本的パターンの"中 核的"特 質が抽出できたとしても、別のデータ

も考慮すれば、その"言 語学的一般化"に 対する"反 例"が 簡単に見つかるであろう。ここ

では、このような反例が見いだされた際に、それが このような言語の 「共時的不整合性」に

帰着できるかどうか とい う点 にふれるにとどめる。

2日 本 語 の 条 件 文 の 用 法 の多 様 性

日本語の条件文は、通常、4つ の基本的パターンに区別 される。ここでは、それらを、便

宜上、「TO構 文」、「TARA構 文」、「BA構 文」、「NARA構 文」とよぶことにする(次 の

例文 を参照)。

(1)一 日中タバコをすわないと、気が変になる。

(2)そ んなにタバ コをす ったら、癌 になるよ。

(3)タ バコをやめれば、90ま で長生 きするでしょう。

(4)タ バコをす う(の)な ら、部屋から出ていってください。

TO構 文は、概略、'μo,q!と いう式形で表わされるが、ここで、pは 条件文の先件にあた

り、qは 条件文の後件に対応する。ただし、先件の節の中の述語は、つねに非過去(non-past)
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の時制であ り、過去時制であってはならない。TARA構 文は、概略、'p-fβ砌,q!と いう式
'形で表わされる

。"一tara"は 完了時制(過 去時制)の 接辞の条件的形式であり、それが先件

の中の述語の語幹 に付与されることにより、その述語の活用形態の1つ としての完了 ・条

件的形式が作 られる。BA構 文の式形は、概略、'p一ε肱,q!で 表わされる。 ここで、"一eba"

は先件の中の述語の語幹に付与される接辞であ り、その述語の非過去 ・条件的活用形式を作

る。ただし、これ らの接辞には、それぞれ、音韻規則に基づ く2、3の 異なる形態がある。

NARA構 文は、概略、'p@o)觚 砌,q!と いう式形で表わされる。ここで、"no"は 一種の

補文化子(complementizer)と して働いている。一般的にいって、"no"は 省略可能であり、

先件の中の述語が形容動詞の場合には付加されることはない。"nara"は 、日本語のコピュ

ラ"da"の 非過去 ・条件的形式 とみなされる。

次に、、以上のパターンの 「条件 を表わす用法」 と 「時を表わす用法」の区別について簡

単にふれておこう。 よく知 られているように、 日本語 に限 らず、いわゆる 「時を表わす節」

(temporalclause)と 「条件 を表わす節」(conditionalclause)の 間には密接な結び付 きが

ある。多 くの言語では、英語の'ω加π一clause'と'チclause'の ような区別は明確 に形態化 さ

れてはいなくて、同一の接続的形式がそれが付与される節の談話における情報論的内容に応

じて、場合 によって、概ね、英語の"when"に 相当 した り、"if"に 相当した りする。この点

は、 日本語 について もいえる(次 の例文 を参照)。

(5)a.3月 になると、暖か くなるでしょう。

b.3月 になったら、暖か くなるで しょう。

c.3月 になれば、暖か くなるでしょう。

d.*3月 になる(の)な ら、暖か くなるでしょう。

(a)、(b)、(c)の 日本文は、(それらの間の違いをここでは無視すれば)、概ね'WhenMarch

comes,itwillbecomewarm!と 英語 に訳 される。他方、NARA構 文には、このような

「時を表わす用法」はない。NARA構 文は本質的に条件の表現形態であると考えられる。以

下の節で示す ように、TO構 文およびTARA構 文の 「条件 を表わす用法」は、それらの 「時

を表わす用法」から派生されると考えられる。他方、BA構 文は基本的には条件の表現形態

であ り、見かけ上の時を表わす解釈は表面的なものであると考えられる。

しか しなが ら、以下の分析では、これら4つ の日本語の構文に対 して、「時を表わす用法」

と 「条件を表わす用法」を理論的に識別することはしない。 とい うのは、同一の構文が コン

テクストに依存 してどちらの用法 も示す場合であって も、これ ら2つ の用法は互いに密接 に

結び付いており、それぞれの構文に関して、もっと基本的な統一 された形式化が可能である

と想定されるからであ る。すなわち、ここでは、(少 な くとも作業仮説 として)そ れぞれの

日本語の条件文のパターンは一意的に定式化されると想定し、外見上の不統一が見 られる場



2日 本 語 の 条 件 文 の 用 法 の 多 様 性35

合 に は 、 そ れ は何 らか の コ ンテ クス トに 関 わ る 要 因 に情 報 論 的観 点 か ら還 元 され る と考 え る

こ と にす る 。

この 考 え は 、 も ち ろ ん 、 き わ め て 強 い 仮 説 で あ り、事 実 上 は 、 正 し くない とい う こ と に な

る で あ ろ う。 た と え ば 、通 時 的 にい っ て 、 これ ら のパ タ ー ンの なか に は 、2つ 以 上 の 異 な る

用 法 が 表 層 上 は 同 一 の 形 式 に つ な が って い った と い う よ う に考 え ら れ る場 合 が あ る か も しれ

な い 。 この 点 は 、特 に 、BA構 文 に対 して は 、十 分 考 え られ る こ とで あ る。 しか しな が ら、以

下 で は 、 こ の よ う な不 整 合 性 を念 頭 に お きつ つ も可 能 な 限 り、 こ の強 い仮 説 を保 持 した い 。

次 に、 い わ ゆ る 、条 件 文 の'indicative'(な い しは'non-counterfactual')な 用 法 と'sub-

lunctive'(な い しは'counterfactual')な 用 法 の 区 別 につ い て 簡 単 にふ れ る 。結 論 と して は 、

日本 語 の 条 件 文 の体 系 で は、 この 区 別 は統 語 上 顕 在 化 さ れ て は い な い 。 日本 語 で は 、 同一 の

条 件 文 の パ タ ー ン、 さ ら には 、 同 一 の 形 式 の文 で さ え も 、そ の 文 の情 報 論 的 内 容 に対 す る わ

れ わ れ の 認 識 の 仕 方 に応 じて 、'counterfactua1'に も'non-counterfactua1'に も解 釈 さ れ る

の で あ る 。 た とえ ば 、次 の 例 を み て み よ う。1

(6)a.寒 か っ た ら、 も っ と着 な さい 。

b.寒 か っ た ら、 も っ と着 ます よ 。

こ れ らの 文 は 、 同 じ くTARA構 文 の例 で あ る だ け で は な く、 そ の 先 件 は 同 一 の 形 式 を し

て い る 。 しか し、(a)は'non-comterfactual'と して 解 釈 さ れ るが 、(b)は そ うで は な い 。

(b)は 、通 常 、'comterfactual'と して解 釈 され る(対 応 す る英 文 は 、"IfIwerecoldn呪

Iwouldputonmoreclothes."と な る)。2つ の 文 の 違 い は 、前 者 で は そ の 先 件 の 主 語 が

聞 き手 で あ る の に対 して 、後 者 で は話 し手 で あ る点 で あ る 。 こ の2つ の 条 件 文 の(見 か け 上

の)解 釈 の 相 違 は次 の よ うに説 明 され る。 一 般 的 に い って 、 わ れ わ れ は 、相 手 が 寒 く感 じて

い るか ど うか に つ い て は定 か で は な い が 、 自分 自 身 の今 の 内 的感 覚 につ い て は 定 か で あ る 。

した が っ て 、(b)は 、通 常 の 状 況 で は 、単 純 に'non-counterfactual'と して解 釈 す る の は 不

自然 に な る。

英 語 で は 、 この 違 い は条 件 文 の 直 接 法/仮 定 法 的形 式 の 選 択 と して顕 在 化 さ れ る が 、 日本

語 で は 、 同一 の 条件 文 の 形 式 を用 い 、そ の 識 別 は わ れ わ れ の推 論(inferentialreasoning)に

委 ね られ る。 ち な み に 、 この 例 は 、 日本 語 の文 法 体 系 の基 本 的 な特 質 につ な が って い る 。 つ

ま り、 日本 語 は 、 表 層 に お い て さ え も、 「自」(ego)/「 非 自」(non-ego)の 区 別 、 な い し

は 、 い わ ゆ る'subjectivity'に 基 づ く区 別 に(言 語 相 対 的 に)強 く依 拠 して い る と考 え られ

る 。 こ の 点 につ い て は 、 後 でNARA構 文 の 分 析 に 関連 し て再 び取 り上 げ る。

1この例文は
、Akatsuka(1983)の 中か らとった ものである。
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3TO構 文

以下の節では、日本語の条件文のそれぞれの基本的パターンを考えてみる。まず、TO構 二

文か ら始める。

(7)a.タ バコをす うと、頭が痛 くなる・

b.タ バコをす うと、めまいがした。

(a)は 、話 し手の現在の習慣的状態についての 「一般的陳述」(generalstatement)を 表

わ している。(b)は 、通常 、ある特定の過去の出来事についての 「個別的陳述」(speci丘c

statement)と して解釈 される。ただ し、(b)の 文の主節は、話 し手の過去の習慣的状態につ

いて述べていると解釈することもで き、この場合には、(b)の 文は一般的陳述 を表わす こと

になる。 しか しなが ら、ここでは、過去時制の文に一般的にみられるこのような曖昧性は無

視することにす る。いずれにせよ、TO構 文が 「一般的」/「 個別的」言明を表わすかどう

かは、その文の主節の意味的性質に依 っている。

TO構 文は、それが一般的陳述を表わす場合 には、しば しば、英語の'ifρ,theng!に 対

応する。他方、それが個別的陳述を表わす場合 には、つねに、2つ の事象の問の時間的関係

(temporalrelation)を 表わすだけであり、概ね、英語の'whenρ,序'の パターンに対応す

ることになる。 しかしながら、既に述べたように、これ ら2つ の用法を独立 したもの とし

て取 り扱 うのは適切であるとは考 えられない。以下では、まず、TO構 文の 「時を表わす用

法」から始めることにする。というのは、その分析はTO構 文の基本的特質を明確に示すこ

とになるからである。そ して、次 に、TO構 文が一般的陳述 を表わす場合を取 り上げ、その

外見上の 「条件的意味合い」がどのようにして生 じるかについて考えてみることにする。以

下に、個別的陳述を表わすTO構 文の例をい くつか挙げる。

(8)a.太 郎が来ると、花子が帰 った。

b.

(9)a.?太 郎が来 ると、花子は帰るで しょう。

b.

c.??太 郎が来ると、花子は帰 ったで しょう。
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(10)a.家 を 出 る と、 雨 が 降 って い た 。

(11)a.家 で 寝 て い る と、太 郎 が 訪 ね て きた 。

こ こ で 、(b)の 図 は 、 そ れ ぞ れ 、 対 応 す る(a)の 文 の 先 件 と後 件 の 問 の 時 間 的 関 係 を概 略

示 した もの で あ る 。 図 の 中 のe1、e2は 、 そ れ ぞ れ 、先 件 と後 件 に よ っ て記 述 され る 出 来 事

(event)な い しは 状 態(state)を 表 わ して い る。 ま た 、RとSは 、 そ れ ぞ れ 、Reichenbach

の'referencet㎞e'、'speechtime'を 示 す 。

そ れ で は 、 これ ら の例 に共 通 に み られ る意 味 的特 質 を考 え て み よ う。 まず 、TO構 文 の 文

が あ る談 話 の 中で 発 話 され る と、 そ の談 話 の'referencet㎞e'は 、 自動 的 に 、e1に 対 応 す る

時 点一 よ り厳 密 に い え ば 、e1の 終 わ りの 点一 に リセ ッ ト(reset)さ れ る 。2そ して 、TO構 文

の先 件 は 、後 件 め 記 述 内 容 が 解 釈 され る場 面(scene)を 情 報 論 的 に設 定(セ ッ トア ップ)す

る働 きをす る。 つ ま り、TO構 文 の発 話 が 与 え られ る と 、聞 き手 は 、 そ の 先 件 が 提 示 さ れ る

と と も に、e1の 出 来事(な い し は状 態)が 成 立 して い る場 面 に導 か れ 、3そ こで 、 い か な る

関 与 的 な時 間 の経 過 を介 さず に付 随 的 に 、e2に よっ て 記 述 さ れ る 出来 事(な い しは 状 態)も

また そ の場 面 で成 り立 っ て い る とい う情 報 を得 る こ とに な る 。 この2つ の 出 来 事(な い しは

状 態)の 問 の 「付 随(concomitance)」 関係 は 、特 定 の場 面 な い しは状 況 に 関 して 成 立 して

い る認 知 的 関 係 で あ る 点 に注 意 しな け れ ば な ら な い 。 以 上 の 点 は 、TO構 文 が 表 わ す 事 象 が

現在 で あ れ 、過 去 で あ れ 、未 来 で あ れ 、 同様 で あ る 。 そ こで 、TO構 文 の 基 本 的 特 質 と し て 、

次 の 仮 説 を提 示 す る 。4

(12)「 付 随 性 」(時 間 的 隣接 性)の 仮 説:

先 件 が 与 え られ る と 、そ れ と時 間 的 に隣 接 して 、 そ の後 件 が付 随 的 出 来 事 と して生 じ

る/生 じた/生 じ るで あ ろ う、 とい う よ う に解 釈 され る。

2談話の'referencet㎞e'が どのようにリセットされるかについては、白井(1991)の 中でのデ ィス コース表示

理論(discourserepresentationtheory)の 枠組みに基づ く分析を参考にされたい。
3よ り厳密にいえば、聞き手の 「情報態」(informationstate)が 、その先件の発話の前後に伴 って、以上の

ようにア ップ ・デ ート(update)さ れることになる。最近の 「動的意味論」(DynamicSemantics)一 た とえば、

GroenendilkandVbltman(1994)を 参照一 の枠組みに基づ き厳密な形式化を試みることは、別の機会に譲ること

にする。
4明 らかに、このTO構1文 の特質は、「AとB」 というように2つ の語句を等位的に接続する 「と」の用法 に

関連づけ られよう。
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このように、TO構 文の先件は、情報論的にいって、その後件が付随 して成立する状況をセッ

トアップする働 きをす ることになる。

既に述べたように、TO構 文の先件はつねに非過去の時制であるが、この事実は次の よう

に説明される。一般的にいって、われわれの時に対する認識は相対的であ り、時間の座標軸

の原点はシフトされ うるし、このシフ トは 「暫定的」(provisional)な 性質の ものである。

TO構 文の先件は、発話の解釈の時間的枠組み(temporalframe)に 関 して、このような暫

定的なシフトの働 きをする。したがって、あいまいな言い方 をすれば、それらは話 し手の意

識の中では、つねに非過去(「 現在」)で あることになる。ちなみに、英語では、時や条件 を

表わす副詞節は、た とえそれが未来の出来事を示す場合であっても、現在形で表わされる。e

一方、日本語のTO構 文では、その先件は、それが現在、過去、未来のいずれの出来事 に対

応 していても、つねに非過去(「 現在」)の形式で表わされる。このように(客 観的)時 間に

対 して きわめて"む とんじゃ く"で あるという特色は、上で述べたTO構 文の基本的特質に

裏付け られている。

TO構 文の第2の 基本的特質 として、次に挙げる 「客観剛(oblec廿vity)の 仮説を提起す

る。5

(13)「 客観性」の仮説:

先件 と後件の問の結び付 きには、話 し手の主観性(subjectivity)は 関与 していない。

たとえば、さきの(8-a)の 例 を考 えてみよう。事実 としては、この文 によって記述される

2つ の連続 した出来事の間には、何 らかの因果関係(causalrelation)が あるにちがいない。

た とえば、花子は太郎をとても嫌っていたかもしれない。しかしながら、TO構 文 としては、

話 し手は、この点について中立であり一 あるいは、たとえその因果関係を知っていたとして

も、"中 立的ふ り"を して一e1の 出来事 に伴い、e2の 出来事が生 じたことを客観的に述べて

いるにすぎない。実際、話 し手は、花子が太郎がやってきたことに伴い、なぜ帰 らねばなら

ないのか、まった くその理由が思いつかないというような発話状況 も考 えられる。

さきの(9-a)の 文は、他の例文 と比べて、多少不自然 に感 じられる。それは、この文の場

合、話 し手の推定が関与 しており、したがって、話 し手は、いわば、主観的ではない"客 観

的な推定"を していることになるか らである。ただし、(9-a)の 文では、その推定は未来の

(連続 した)出 来事 についてであり、話 し手がそれらの出来事の間の結び付 きをあたか も客

観的に評価 したとしても、さほど不 自然 とはならない。他方、話 し手がTO構 文を用いて、

過去の出来事の間の結び付 きに対 しての推定を述べようとすれば、その発話は もっと不 自然

なものとなる。実際、(9-c)の 文は、(9-a)に 比べて、その文法性は悪 くなる。

一般的にいって、過去の出来事についての条件的推定は、「反事実性」(counterfactualness)

および話 し手の主観的評価を伴いやすい。したがって、(単純な)TO構 文は、このような反事

5ちなみに、このTO構 文の特質は、引用の用法の 「と」に関連づけられると考えられる。「引用」とは、文字
通り、(他人の)言 明をそのまま客観的に引くことにほかならない。
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実 的 陳述 に は 適 して い ない こ とに な る。 ち なみ に 、 日本 語 で は 、TO構 文 に 形 式 上 関 連 した 、

反 事 実 的 に使 わ れ,る 「周 辺 的 」(periphera1)な 構 文 が 別 個 に用 意 され て い る 。 この パ タ ー

ンは 、概 略 、'P'os曜 鋭o,q!と い う形 式 で 表 わ さ れ る。 この 構 文 は ・英 語 の"SupPosing

thatp,g."の 形 式 と 同様 に 、基 本 的 な 条件 文 の パ タ ー ンで は な い の で 、 こ こ で は 問 題 に し

な い 。

次 に 、TO構 文 が 「一 般 的 陳 述 」(generalstatement)に 関 して使 わ れ る場 合 を 簡 単 に取

り上 げ る。 この 場 合 に は 、見 か け 上 、 「必 然 性 」(necessity)の 意 味 合 い が 生 じるが 、 そ の 定

式 化 に関 して は何 ら 目新 しい点 は な い 。 そ れ らは 、 こ れ ま で 問題 に して きたTO構 文 の個 別

的 陳 述 の た ん な る"一 般 化"(genera】ization)に す ぎず 、基 本 的 には 、 そ の必 然 性 の 意 味 合

い は 、 さ き に(12)で 挙 げ た 「付 随 性 」 の特 質 か ら導 か れ る にす ぎな い 。

た とえ ば 、 「太 郎 は 、 酒 をの む と 、顔 が 赤 くな る/め まい が す る/冗 舌 に な る。」 とい う文

は 、 図 式 的 に は 、 次 に示 す パ タ ー ン と して 分析 さ れ よ う。

(14)a.太 郎 は 、 酒 を飲 む と、(ど う な る か 。)

b.顔 が赤 くな る 。

め まい が す る 。

冗舌 に な る 。

つ ま り、 この 場 合 、 わ れ わ れ は 、 まず 、 「太 郎 が 酒 を飲 む と、 彼 に何 が 起 こ るか 」("When

Throdrinkssμkε,whatwillhappentoh㎞?")と い う"問 い"を 設 定 し、次 に、 そ の"答

え"と して 、「顔 が 赤 くな る」 等 とい う付 随 した(時 間的 に隣接 した)帰 結 を与 え て い る にす

ぎ な い 。 そ の先 件 は 、個 別 的TO構 文 の 場合 と同 様 に 、問 題 の場 面 な い しは状 況 一 た だ し、

そ れ は 特 定 の 時 間 に依 存 して はい ない一 をセ ッ トア ップ す る働 きを して い る。 一般 的TO構

文 で は 、 そ の言 明 が 一 般 的 で あ る た め に 、 この先 件 と後 件 の 間の付 随 的 結 び付 きが 「必 然 的 」

関係 と して見 な さ れ易 い にす ぎな い 。

TO構 文 に関 して は 、最 後 に 、久 野(1973)の 中 で 指 摘 さ れ た観 察 に つ い て ふ れ て お こ う。6

(15)(久 野1973)

1.Theactionorstaterepresentedby52isrequ廿edtotakeplaceafterthat

representedby51iscompleted・

2.52ca㎜otrepresentaco㎜ ㎝d,arequest,orsomefo㎜show血gdeter-

mination.

3.82mustrepresentaneventthatthespea:kercouldobserveoblectively

6ただし、以下に挙げる観察は、KunoがTO構 文に関 して実際に指摘 している観察の全てで もなければ、該

当する箇所 も一Kunoの 言い方を(部 分的に)利 用 してはいるが一必ず しも同 じようにはまとめていない。した
がって、厳密には、以下のまとめは 久野(1973)か らの引用とはいえない。しか し、まとめ方が彼 とは異なるとし

て も、K:unoも ほぼ同様の指摘をしている(cf久 野(1973:pp.193-194))。
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こ れ らの 観 察 は 、す で に(12)、(13)で 挙 げ たTO構 文 の 基 本 的特 質 に基 づ き、 自然 に 説 明

さ れ る 。 した が っ て 、 そ れ らは 、 こ こで のTO構 文 に 関 す る仮 説 を支 持 す る追 加 的事 実 にす

ぎ な い 。

(15-1)の 観 察 に関 して は 、 次 の例 を参 照 され た い 。

(16)*家 に帰 る と、 途 中で 太 郎 に会 っ た 。

(17)*ヨ ー ロ ッパ に行 く と、妻 を一 緒 に連 れ て行 く。

こ れ まで な ん ど も述 べ た よ うに 、TO構 文 で は 、そ の 先 件 は 、 引 き続 く後 件 の記 述 が 解 釈 さ

れ る場 面 な い し は状 況 を セ ッ トア ップ す る働 き をす る。 しか し、 これ らの例 を解 釈 す る 際 に

は 、 そ の 後 件 の 記 述 内 容 は 、情 報 論 的 にい って 、 先 件 に よっ て既 に記 述 され た 出 来 事 が 完 結

す るプ ロ セ ス を 、 い わ ば 、 い ま一 度"引 き戻 す"こ とを 強 い る こ と に な り、 そ の 解 釈 は不 自

然 、 な い し は 、 きわ め て"負 荷"(コ ス ト)が 高 い とい え る。

(15-2)お よ び(15-3)の 観 察 に 関 して は 、 以 下 の 例 を参 照 され た い 。

(18)*寒 い と、 もっ と着 な さ い 。(命 令)

(19)*春 に な る と、 カル フ ォル ニ ア に行 っ て くだ さい 。(要 望)

(20)*太 郎 が 来 る と、 僕 は帰 り ます 。(決 意)

(21)*太 郎 が 来 る と 、一 緒 に 食 事 を した い 。(欲 求)

(22)こ の 薬 を飲 む と、僕 は 眠 くな っ た 。

(23)*太 郎 が 来 る と、僕 は 帰 っ た 。

まず 、(18)～(21)の 例 が 示 す よ う に 、命 令 、 要 望 、 決 意 、欲 求 とい っ た きわ め て 主 観 性

(意 図 性)が 強 い発 話 行 為 はTO構 文 に はマ ッチ しない こ とに な る 。 さ らに い え ば 、TO構 文

で は 、 た とえ 、 話 し手 が 自分 自身 の 内 的状 態(intemalstate)に おけ る変 化 につ い て 述 べ る

場 合 で あ って も、話 し手 は(あ た か も)こ の変 化 を客観 的 立 場 か ら記 述 す る こ とに な る 。 た

と え ば 、(22)の 例 で は 、話 し手 が 眠 くな るた め に この 薬 を飲 ん だ とい う よ う な意 味 合 い は 含

ま れ て い な い 。 つ ま り、話 し手 の 側 に は 、 な ん ら意 図性 は 関 与 して い な い 。最 後 に 、(23)の

例 をみ て み よ う。(23)と(22)の 例 の 重 要 な 違 い は 、(23)で は 、 そ の後 件 に は話 し手 の 意 志

的 行 為(vohtionalact)が 関 わ っ て い る とい う こ とで あ る。 一 般 的 にい っ て 、 自分 自身 の 意

志 的 な行 為 に対 して客 観 的観 察 をあ た え るの は不 自然 で あ る。実 際 、(23)の 日本 文 に対 応 す

る 英 文 と して 、"When肱rocame,Ileft."で は な くて 、 そ の よ り"忠 実 な訳"(morehteral

translation)で あ る"*UponTaro'scoming,IobservedthatIleft!'を 考 え た な ら ば 、 そ

の 英 文 自体 も不 自然 で あ る。
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歴 史 的 に い っ て 、BA構 文 に よ る条件 文 は 、 日本 語 の 条 件 文 の他 の パ タ ー ン よ り も、 よ り

基 本 的 で あ る と想 定 さ れ る。 しか しなが ら、近 ご ろ で は 、 日本 語 の 母 語 話 者 は 、BA構 文 よ

り も 、TO構 文 やTARA構 文 の 方 を可 能 な 場 合 に は好 ん で 用 い る 日常 的傾 向 が あ る よ う に

思 わ れ る。 この 傾 向 は 、1つ に は 、BA構 文 に含 ま れ るか な り強 い 「必 然 性 」(necessity)の

意 味 合 い に 起 因 す る と想 定 さ れ る 。

BA構 文 は 、 しば しば 、 日本 語 の諺 の 中 で 見 い だ さ れ る(次 の 例 を参 照)。

(24)楽 あ れ ば 、苦 あ り。

(25)所 か われ ば 、 品 か わ る。

(26)住 め ば 、都 。

諺 は 、そ の 基 本 的性 質 と して 、(言 語 共 同体 の 中 で)"よ く知 られ た事 実"(wen一 ㎞ownfact)

と して 共 有 され た"必 然 的"な 言 明 で あ る。 た だ し、 こ の 「必 然 性 」 の概 念 は 、 も ち ろ ん 、

従 来 の 標 準 的 な様 相 論 理 にお け る論 理 的 真 偽 に 関 す る必 然 性 で は な く、 あ く まで も認 知 的 な

もの で あ る 。7

ち な み に 、歴 史 的 にい って 、 日本 語 の 助 詞 「は 」 と条 件 文 の 「ば」 とは 、 同 一 の 起 源 を も

つ とい う考 え が あ る 。8ま た 、Shirai(1986)で は 、 主 語 が 「は 」 で マ ー ク され た文 に対 す る

論 理 分 析 と して 、 あ る種 の(認 識 上 の)必 然 性 を想 定 してい る。 この よ うな形 式論 理 的 観 点

か ら も、 「は」 と 「ば 」 の 間 に は密 接 な 関連 が 考 え られ る。 よ り一 般 的 な観 点 か らす れ ば 、 こ

の 関連 罔…は、 い わ ゆ る 、'categoricalstatement'/'conditionalstatement'の 間 の相 互 互 換

性 に 帰 着 され る と想 定 され る 。 こ こで は 、 この 問 題 に これ 以 上 深 入 りす る つ も りは な い 。

次 に 、BA構 文 をTO構 文 と比 較 しなが ら、 そ の 基 本 的 特 質 を考 え て み る。 既 に述 べ た よ

う に、TO構 文 は 、見 か け 上 の 「条 件 を表 わす 用 法 」 に もか か わ らず 、 そ の 「時 を表 わ す 用

法 」 が 基 本 で あ る(さ きの(8-a)、(10-a)、(11-a)の 例 を参 照)。 他 方 、BA構 文 は この よ う

に は 用 い られ な い(以 下 の例 を参 照)。9

(27)讐 太 郎 が来 れ ば 、花 子 が 帰 っ た 。

(WhenThrocame,Hanakoleft.)

(28)*家 を出 れ ば 、 雨 が 降 っ て い た 。

(WhenIlefthome,itwasraining.)

7自然言語の様相概念の取 り扱いについては、白井(1986)を 参照されたい。
8日本語の助詞 「は」は、現代 日本語の表記体系において も、その音価にもかかわらず、「わ」とは表記 されな

い点に注意されたい。
9こ こでは、それぞれのBA構 文 を対応する英文の意味で解釈する場合 を問題にしている。
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(29)塚 で寝ていれば、太郎が訪ねて来た。

(WhenIwaslyinginbedathome,Tarocametoseeme.)

BA構 文は、本質的に、条件的性格であ り、つねに、英語の'ifp,theng!の パターンに

概 ね対応す ることになる。 したがって、英語の条件文が、(共 起する他の表現によって、そ

うでないことが明示的にマークされない限 り)「必然性」の意味合いをもつの と同様に、BA

構文 にもこの意味合いが含まれることになる。たとえば、次の例 を考えてみよう。

(30)a.太 郎 は、酒 を飲 むと、冗舌になった。

b.太 郎 は、酒 を飲めば、冗舌になった。

既に述べたように、(30-a)の ようなTO構 文は、その主節の読みに応 じて、曖昧 となる。

(30-a)は 、個別的過去の出来事を表わす場合には、"When驗rodrank5盈 ε(atthattime),

hebecametalkative."と いう英文 に対応 し、太郎の過去の習慣的状態 を表わす場合には、
"WheneverTarodrank5α セ

,hebecametalkative!'と い う英文に対応する。しか しなが

ら、(30」b)のBA構 文はこの ように曖昧ではなく、前者の読みはない。

BA構 文の 「必然性」の意味合いがどこから生 じるかについて、さらに考 えてみる。この

問題に対 しては、2つ の考え方があろう。1つ には、我々は、この必然性の意味合いは、そ

れ自体、(条件文 としての)BA構 文の本質的特質であるというように想定することである。

あるいは、BA構 文のこの特質は、本質的なものではなく、このパターンの もつ より基本的

な特質か ら派生されるとい うように仮定することである。これらのいずれを選ぶべ きかは、

難 しい問題であるが、ここでは、他の要件が同じであれば、後者の仮定を維持する方がより

興味深い と思われるので、以下では、この考え方に基づ く1つ の可能性 を提起 したい。

再び、BA構 文とTO構 文 を比べてみる。たとえば、典型的な例として、次の文の対を考

えてみる。

(31)a.こ の薬を飲む と、眠 くなるよ。

b.こ の薬を飲めば、眠 くなるよ。

これ らの文 は、それぞれ、TO構 文/BA構 文であるという点を除けば、表層上はまった く

同一である。 したがって、それ らは、両構文に関する'm㎞malpair'を 成 している。

これらの文には、対応す る英文では表現することがきわめて難 しい微妙な違いが認め られ

る。まず、(31-a)の 文は、さきの(22)の 個別的TO構 文に関連する一般的TO構 文の例であ

る点に注意されたい。既に指摘 したように、(22)で は、主体(agent)が その薬を飲むことに

よって眠 くなろうとする意図は含まれていない。この点は、(31-a)に 関しても、同様である。

この発話に対する自然な状況は、次の ようになろう:話 し手が聞き手がその薬 を飲 もうとし

ているのを目撃 した際に、話 し手はそれが眠気を催す ことを知っていて、聞 き手 にそれを飲
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まないように警告 している。他方、(31」b)に対する自然な発話状況は、次の ようになろう:

話 し手は、聞き手が(何 らかの理由で)睡 眠を得たいのを知っていて、そこで、その薬 を飲

むように忠告 している。以上のコノテーションの違いは、日本語の終助詞 「よ」の発話状況

に基づ く解釈の仕方に対応 している。一般的にいって、「よ」のような日本語の終助詞の働

きは、発話の情報論的解釈に基づ き規定され、それは、それが付加 される発話の内容 に対す

る話 し手の態度(attitude)を 示す。「よ」の働 きは、一般的には、概ね、"1'mtelhngyou"

ない しは、"1'minfo㎜ 血gyou"と いう英語の表現に対応すると考えられるが・個別的な発

話状況では、さらに、"1'mwarningyou"、"1'msuggesting(advising)you"な どとい う

ように特定化されることになる。

先 に進む前に、以上の観察について但 し書を付けておかねばならない。既に指摘 したよう

に、今日の 日本語話者は、一部には、可能であれば、BA構 文の代わりに、TO構 文をより

好んで用いるという日常的傾向がみ とめられる。 したがって、この場合、上で述べた第2の

発話状況に対 しても、(31三b)と ともに、(31-a)も 用いることが十分 に考えられる。さらにま

た、BA構 文も一般的TO構 文 も、表層上、「必然性」の意味合いを含んでいる(た だ し、既

に述べたように、その意味合いの"出 所"は 異なる)。 したがって、言語運用 において、さ

きの(31)の ような微妙な場合には、(個人差があるにしても)両 者が混用されることは十分

に考えられることである。(少 なくとも)こ れらの要因のために、さきの例 に対する我 々の

判断(直 観)は きわめて困難 になろう。

しか し、たとえ、さきの後者の発話状況でTO構 文を(過 大的に)用 いたとしても、やは

り、TO構 文の特質である 「客観性」が感じ取 られる点に注意 されたい。 したがって、もし

も、聞 き手がその薬を飲んでも期待 した効果が得 られなかったとしても、話 し手は、さほど、

いわばその"責 任"を 感 じる必要はないであろう。他方、BA構 文を用いた場合には、問題の

因果関係は、話 し手のより深 く(主 観的に)内 在化 されている知識の表明 とみなされる。 し

たがって、もしも期待 した効果が得 られないならば、話し手の発話(忠 告)は より深刻な意

味で間違っていた ことになる。(既 に指摘 したように、BA構 文の'conditionalstatement'

は、WA構 文の'categoricalstatement'に 関連づけ られる可能性がある点に注意されたい。)

そこで、相手が(31)の 言明が誤 りであったことに気づいたという状況 を考えてみよう。

(32)a.あ なたは、この薬を飲むと眠 くなるといったけれど、眠 くならないよ。

b.あ なたは、この薬 を飲めば眠 くなるといったけれど、眠 くならない よ。

(32-a)で は、話 し手は、予期 した出来事が実際には起 きなかったことに対 して、驚きを表わ

している。他方、(32」b)では、話 し手の側には、もっと"感 情的"(emotional)な 反応が含

まれている(「 君は嘘つきだね。」)

BA構 文 に含まれる 「必然性」の意味合いがどこから生じるか、 とい う問題 にもどること

に しよう。(31三b)の 例 に関す る議論か ら、BA構 文の条件的結び付 きについて、「十分性」
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(sufficiency)の 関係が想定される。たとえば、(31三b)の場合には、話 し手は、その薬を飲む

ことが眠 くなるのに十分であると表明している。この 「十分性」の仮説に基づけば、BA構

文を発話する際の話 し手の情報態(i㎡ormationstate)に 関する記述(の 一部)と して、次

に図式的に示 した一種の"問 い一答え"(question-answer)の パ ターンが想定 される。

(33)「 十分性」の仮説:
'P一θわ6z,q!

Q:qが 成立するには、何が成立することが十分であるか。

A:P・

このBA構 文の解釈のパターンは、TO構 文の場合 とは反対の方向である点に注意されたい。

(34)4P'o,q!

Q:Pが 成立するにともない、何が成立するか。

A:(弥

BA構 文の基本的特質 としての 「十分性」の仮説を支持する事実として、以下の例を考え

てみ よう。

(35)a.こ の薬を飲めば、タバコがすぐにやめられるよ。

b.(*)こ の薬 を飲めば、病気が もっとひどくなるよ。

(36)a.1日 に10時 間勉強すれば、希望する大学に受かるよ。

b.(*)1日 に10時 間勉強すれば、気がへんになるよ。

(35)の 例で、話 し手が聞き手にその薬 を飲まないように忠告 しているという状況を考 える

と、(b)の 発話は不 自然となる。この場合、「十分性」の仮説に基づけば、話 し手は、病気が

さらにひどくなるためはその薬を飲むことが十分であると表明 していることになるが、この

ような"忠 告"が 有意義であるような状況はきわめて不 自然である。(36」b)についても、同

様の説明が与えられる。

以上の観察には、但 し書が必要になる。これ らの(b)の 発話には、別の解釈も可能であり、

その場合には不 自然 とはならない。さきに(35三b)の 発話を考えた際には、聞 き手がまだそ

の薬を飲んでいな くて、これからそうしようとしている状況を想定 していた。今度は、聞 き

手がその薬をすでに飲んでいることを話 し手が知っていて、その結果、聞 き手の病気がひど

くなったとい う状況を考 えてみる。この場合には、(35∠b)の文を使 うことができ、それは、

「君が この薬を飲 んで病気がひどくなったのは、当然のことだよ」というように解釈される。

この場合にも、さきの場合 と同じく、問題の因果関係は話 し手の(主 観的)知 識 として内在

していて、その情報 を聞き手に表明 している点ではかわ りがないが、いわば、"忠 告"の 質

が異なっている。
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BA構 文の必然性の意味合いをさらに基本的な特質に還元する可能性を求め、「十分性」の

仮説 を提起 した。 しか し、この仮説に基づ くBA構 文の特徴付けは、BA構 文の用法一般に

対 して包括的であると想定するのは無理であろう。実際、上で指摘 した第2の 解釈がその仮

説によって説明されるかは定かでない。この解釈の図式化は、さきの(33)で の単純なパター

ンにはマ ッチ していない。したがって、「十分性」の仮説は、BA構 文の部分的用法にのみ対

応すると想定すべ きであろう。通時的にいって、現代 日本語のBA構 文の一般的形式が異な

る形態から発展 してきたということは十分に考え られる。10いずれにせ よ、BA構 文は、条

件文 として必然性の意味合いをもち、それらは、(談話の流れの中での)話 し手の情報態に

基づ き、話 し手の内在化 された条件的制約関係に関する知識を表明する働 きをしている。

5TARA構 文

TARA構 文は、TO構i文 と同様に、英語の'Whenp,g!の パターンに対応する場合 もあ

れば、'Ifρ,theng!の パ ターンに対応す る場合 もある(次 の例を参照)。

(37)今 夜主人が帰ってきたら、電話 します。

この文は、その先件の情報論的内容に対する話 し手の態度に応 じて、"Whenmyhusband

comeshometonight,1'11callyou!'と いう英文に対応す る場合 もあれば、"Ifmyhusband

comeshometonight,1'11callyou!'と いう英文 に対応する場合 もある。話し手が、夫が一

たとえば、彼の 日常のルーティンの一部 として一今夜(も)帰 ってくると思って発話 したと

いう状況では、前者の英文に解釈される。他方、もしも、彼女が夫の帰宅について(何 らか

の理由のために)そ のようには想定 していない場合には、後者の条件的言明として解釈され

る。TO構 文の分析の場合 と同 じく、TARA構 文の 「時を表わす用法」 と 「条件 を表わす用

法」とは互いに密接に関連しているので、それらを独立に取 り扱 うのは適切ではない。

(37)のTARA構 文に関する形態上の重要な点は、'一tara'が完了時制(perfecttense)の 接

辞であるということである。11そこで、この場合 、TARA構 文の性質として、その先件が表

わす出来事が後件の内容に先だって完了す るという点を挙げることがで きる。したがって、

既にTO構 文 に関 して挙げた(15-1)の 制限がTARA構 文にも当てはまるのは、不思議なこ

とではない(次 の例 を参照)。

(38)キ家に帰ったら、途中で太郎に会った。

(39)*春 にカリフォルニアに行ったら、僕 も一緒に連れて行 ってください。

10たとえば、今日の日本語の述語のBA条 件形式が2つの異なる古い形態である"一eba"と"一aba"の両方に対
応するということも関連しているかもしれない。

11この場合、'一tara'を過去時制の接辞と考えるのは適切ではない。実際、(37)は、未来の出来事について用い
られている。
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しか しな が ら、 両構 文 が この 制 限 を遵 守 す る理 由 は 、異 な っ て い る 。TO構 文 で は 、 こ の事

実 は 、既 に述 べ た よ う に 、 そ の基 本 的 特 質 で あ る 「付 随 性(時 間 的 隣 接 性)」 に起 因 して い

る6他 方 、TARA構 文 で は 、そ れ が この条 件 に よっ て制 限 さ れ る場 合 には 、 そ れ は完 了 時 制

の 接 辞 自体 の機 能 の 直接 の 結 果 で あ る とい え る 。

TARA構 文 に は 、 さ きの(15-2)の 制 限 は 当 て は ま らな ら ない 。 つ ま り、 そ の 後 件 は 、 命

令 、要 望 、 決 意 な どの 主観 性 の 強 い 発 話 行 為 に関 わ っ て い て もか まわ ない 。 実 際 、(37)の 例

で は 、 話 し手 の 意 図 が 関 与 して い る(cL(20))。 また 、 次 の例 も参 照 され た い 。

(40)a.春 に カ1丿フ ォ ル ニ ア に行 っ た ら、 ジ ョ ン に よ ろ し くい って くだ さい 。(要 望)

b.春 に カ リ フ ォ ル ニ ア に行 っ た ら、 まず ジ ョン に会 い た い 。(欲 求)

しか し、TARA構 文 に は 、 そ れが 過 去 の 出来 事 を表 わす 場 合 に は 、次 に挙 げ る興 味 深 い 制

限 が あ る 。 こ の 点 は 、TARA構 文 の 基 本 的 特 質 を考 え る う え で重 要 な ヒ ン トに な る。

(41)(久 野1973):

VVhen丗 盛spattern【31如 砌,32・ 】isusedtorefertopastevents,therecannotl)e

self-controllablet㎞ 血9betweentheacUonoreventrepresentedby51and丗Lat

representedl)yθ2・

例 を挙 げ て 、Ku:noの 指 摘 した こ の制 限 を説 明 し よ う。12

(42)a.*山 田 先 生 の 家 に行 っ た ら 、勉 強 した 。

b.山 田 先 生 の 家 に行 っ た ら 、勉 強 さ せ られ た 。

(43)a.塚 に帰 っ た ら、 ご飯 をつ くっ た 。

b.家 に帰 っ た ら、手 紙 が き て い た 。

(44)a.パ リ に行 っ た ら、 ジ ョン に 会 い ます 。

(Iwilseelo㎞,妊IgotoParis.)

b.パ リ に行 っ た ら、 ジ ョ ン に会 い ま した 。

(1(accidentally)metIohn,whenIwenttoParis.)

(42-a)で は 、 そ の 後 件 に よっ て 表 わ され る 出来 事 は 、 そ の主 体 が コ ン トロ ー ル で き る性 質

の もの で あ る 。 「勉 強 した 」 とい う 出来 事 が 成 立 す る か 否 か に 関 して 、 そ の 動 作 主 で あ る主

体 は 自 ら、直 接 、関 与 し うる 。 した が って 、 先件 と後 件 の 連 続 した2つ の 出来 事 の 結 び 付 き

に対 して 、 そ の 主 体 の(自 主 的 な)意 図 や 計 画 を考 え る こ とが 可 能 で あ る 。他 方 、(42∠b)の

場 合 に は 、 「勉 強 させ られ た 」 とい う出 来 事 は 、 そ の 主 体 が 自 ら コ ン ト ロー ルす る 性 質 の も

12以下の例 および説明は、久野(1973:pp.180-183)に 準拠 している。
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のではない。この場合、話 し手は、ある人物の家に行った際 に、自らの意図や計画 とは関係

な く、たまたま勉強す るとい う事態 になったのである。彼がそこで勉強 したとい う事態は、

いわば、偶然("ハ プニング")で あり、先件 と後件の連続 した2つ の出来事の結び付 きに

は、主体の自主性 は関与 しえない。同様の観察が(43)の 例について もいえる。(43-a)で は、

後件の 「ご飯 をつ くった」という出来事は主体のコントロール可能な行為に基づ くものであ

る。他方、(43」b)の場合には、話 し手は、帰宅 した際に、(偶然)手 紙が届いていたのを見

つけたのであ り、2つ の時間的に連続 した出来事のつながりには、主体の意図とか計画は関

与 してはいない。

(44)の 例は、多少、複雑である。まず、日本語の動詞 「会う」は、'self-contro皿ability'

とい う意味的性質 に関して曖昧(ambiguous)で ある点に注意 しなければならない。'self-

controlable'な 動詞 としては、英語の"meetwith"("interview")に 対応 し、そうではない

場合には、英語の"encounter"("accidentallymeet")に 対応する。(44-a)で は、「会 う」は
'self-controlable'な 動詞 として使われている。 しか しなが ら、この文は過去の出来事 を表

わすのではないので、さきのKunoの 観察に対する反例とはならない。(44」b)では、「会 う」

は'self-controllable'な 動詞 として使 われてはいない。したがって、さきの(42」b)、(43b)

の場合 と同様 に、過去の出来事を表 わしていても何 ら不自然にはならない。

以上の 久野(1973)の 観察は、TARA構 文の下位 クラスに関するものであるが、TARA構

文の奉本的特質として、きわめて参考になる。そこで、この問題を考えるうえで、まず、次

の仮説を提起 したい。

(45)「 偶発性」の仮説:
'p一加砌,(ヂ(過 去の出来事を表わす場合)

pの 成立の後で、qが"偶 発 的"に 成立 した。

この仮説は、明らかに、このままではい くつかの問題点がある。まず第1に 、""で くくら

れたきわめてあいまいな用語が使われている。それを何 らかの形式的枠組みに基づき、明瞭

化する仕事が残 されている。さらに、この仮説が仮 に何 らかの形で維持できるととして も、

なぜ、それが過去の出来事を表わす場合のみに適用 されるのかについて、説明を与えねばな

らない。Kunoは その理由については何 も述べてはいないで、たんに、さきの彼の一般化は

未来の出来事の場合には適用 されないと指摘 しているだけである。

確か に、(44-a)や(40∠b)の 例の ように、TARA構 文が未来の出来事 を表わす場合 には、

たとえ、その先件 と後件の問の時間的つなが りが話 し手の意図や計画に依存 していても、そ

の発話 はまったく不 自然ではない。 しか しながら、TARA構 文が未来の出来事 を表わすか

らといって、つねに、先件 と後件の結び付 きに 「偶発性」が含 まれないというわけではない

(次の例 を参照)。

(46)こ の正月にハワイに行ったら、何人かの芸能人に会 うだろう。
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(46)の 後件の中の 「会 う」は、英語の"encounter"("accidenta皿ymeet")の 読みで解釈さ

れる。話 し手は、芸能人に会 う計画で この正月にハワイに行 くと、(少 な くとも、この発話

自体の中で)述 べているのではない。"た またま"会 うことになるだろう、 といっているの

である。 したがって、この場合には、TARA構 文が未来の出来事を表わす場合であっても、

上の仮説が成 り立つ。

したがって、TARA構 文が未来の出来事を表わ していて も、さきの(過 去の出来事に関

する)Kunoの 観察およびわれわれの仮説が当てはまる場合 と、そうではない場合 とを識別

しなければならない。その識別の"鍵"は 、TARA構 文の後件 に含まれる 「発話行為」の
"質"の 違いにあると思われる

。13「偶発性」の仮説が適用されない(40」b)、(44-a)、 のよ

うな例では、話 し手の欲求、意志(決 意)と いったきわめて主観性の強い発話行為が関与 し

ている。他方、その仮説が適用 される(46)の 例では、たんなる話 し手の推定が含まれてい

るだけである。

TARA構 文が きわめて主観性の強い発話行為をともなう場合には、その先件 と後件が表

わす2つ の時間的に連続 した出来事の自然な流れは、後件を発話する際にいったん"切 られ

る"こ とになる。他方、そのような発話行為をともなわない場合には、その発話は時間的に

連続 した出来事の自然な流れを表わし、その場合 には、TARA構 文の基本的特質である 「偶

発性」が これ ら2つ の出来事の結び付 きの仕方に対 して感 じ取 られることになる。

Kunoは 、過去の習慣 は、現在か らふ りかえって見た場合には、"anaturalcourseof

events"を 構成 し、"aself-controllableaction"と はみなされないと述べて、次のような文

が自然な発話である事実を説明している(cfibid.,p.183)。

(47)夏 になったら、よくニューヨークに行 きました。

「ニューヨークに行 く」という行為自体は、その主体がコントロール可能な行為であるので、

このKunoの 言明を文字通 りとれば、矛盾 した言い方になる。しかし、ここで問題にしてい

るのは、動詞自体が表わす行為の意味的性質ではなくて、発話全体の情報論的内容である。

この点において、過去の習慣は、回顧的に述べ られている場合、主体の意図でコントロール

されない"事 の自然の成 り行 き"に 対応 してい る。

以上の議論に基づ き、さきの仮説 を(暫 定的に)次 のように修正 したい。

(48)「 偶発性」仮説:
'p一嬬 α,q.'(主 観 性の強い発話行為を伴わない場合)

pとqの 表わす出来事 は、主体の意図による必然的な結び付 きではない"事 の自然の

成 り行 き"を 表わす。

もちろん、この修正された仮説 も、このままの形では、きわめて不十分であ り、その中には

依然 として()で 但 し書がついてお り、また""で あいまいな用語が使われている。さら

13次のNARA構 文の分析でも、後件に含まれる 「発話行為」の"質"の 違いが重要な働きを担うことになる。
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に、 以 上 の 議 論 で は ま っ た くふ れ て い な いTARA構 文 の他 の 用 法 が残 され て い るが 、 これ

以 上 は深 入 りせ ず に 、 わ れ わ れ が 問 題 にす る第4の パ タ ー ンで あ るNARA構 文 の 分 析 に進

む こ とに す る。 た だ し、1つ の例 を最 後 に挙 げ て お こ う(そ の 分 析 は あ え て 示 さ な い 。)。

(49)野 球 に 「た ら」 は禁 物 だ 。

6NARA構 文

典 型 的 なNARA構 文 の 例 と して 、次 の文 をみ て み よ う。

(50)太 郎 が 来 る/来 た(の)な ら 、僕 は帰 る 。

こ の 日本 文 は 、英文 の"Ifitisthecasethatπ 血roiscoming/驗rohascome,Iwilleave!'

に対 応 す る 。 こ こで 、"ifitisthecasethat"の 部 分 は 、NARA構 文 の 中の 「の な ら」 とい

う形 式 の働 き に相 当 して い る 。 この 例 が示 す よ う に 、NARA構 文 の先 件 は 非 過 去 時 制 と完

了 時 制(過 去 時 制)の どち らで も よい 。 以 下 で は 、NARA構 文 の基 本 的 特 質 に つ い て 、 そ

の先 件 と後 件 を別 個 に 取 り上 げ て議 論 を進 め る 。

久 野(1973)で は 、NARA構 文 につ い て6つ の観 察 が挙 げ られ てい るが(cfil)id.,p.176)、

以 下 に 、 そ の最 初 の3つ を示 す 。 そ して 、 まず 、Kunoの 考 え に準 拠 して 、 そ れ ぞ れ の 観 察

を説 明 す る こ と にす る。

(51)(久 野1973)

1・Thespeakerpresents81astheassertionl)ythehearer(orpeopleingeneral)

withoutcompletelyagreeingwithit。

2・Itis㎝gra㎜aticalmless51representsastateor㎝ac廿on止at出ehearer

(orpeopleingeneral)canassert.

3.Thispattemcarmotbeusedwhen31isaneventthatiscertaintohappen

(forex㎜ple,"su㎜ercomes").

Kunoの(51-1)の 観 察 に 関 して は 、 以 下 の 例 を参 照 され た い 。

(52)僕 が 間違 っ て い る の な ら 、 あ や ま り ます 。

(IfIamatfault(asyouassert),Iw皿apologize.)

(53)ど うせ 死 ぬ の な ら、 早 く死 ん だ ほ うが い い 。

(Ifwearegoingtodie(astheysayweare),Iwouldratherdiesoon.)

これ らの例 で は 、NARA構 文 の先 件 に よっ て与 え られ る断 定(assertion)は 、話 し手 自 身 で

は な く、 聞 き手 な い し は世 間 一 般 に よ る考 え に一 直 接 的 にせ よ間 接 的 にせ よ一 基 づ い て い
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る。 上 の 例 で は 、久 野(1973)に 準 拠 して 、対 応 す る英 文 の 中 に"asyouassert"の よ う な表

現 を便 宜 上 付 け 加 え る こ とに よっ て 、 この 点 を み や す く して い る。

(52)の 例 で は 、話 し手 が 間違 い を犯 して い る とい う主 張 は 、 話 し手 自 身 の もの で は な く、

話 し手 が 聞 き手 との 談 話 の 流 れ の 中 で(仮 に)想 定 し てい る の にす ぎ ない 。(Kunoは 、 こ

の場 合 、 そ の 主 張 は 聞 き手 に よ る もの で あ る と(単 純 に)述 べ て い る 。)話 し手 が(52)の よ

うに 述 べ た と して も 、話 し手 は必 ず し も 自分 が 間 違 っ て い る こ とに完 全 に同 意 して い る とは

い え ない 。 話 し手 は 、暫 定 的 に そ の 言 明 を認 め 、 この 想 定 に基 づ き、 引 き続 き陳 述 して い る

の にす ぎ な い 。(53)の 例 で は 、そ の 先 件 の 言 明 は 、話 し手 と聞 き手 との 談 話 で の相 互 作 用 に

基 づ き得 られ た とい う よ りは 、 い わ ば 、世 間一 般 に共 有 され て い る性 質 の も の で あ り、(52)

の 場 合 とは こ の 点 で 異 な っ て い る。(Kunoは 、 こ の 場 合 には 、そ の先 件 の 主 張 の担 い 手 が

"peopleingeneral"で あ る と(あ い ま い に)述 べ て
、 さ きの 場 合 と区 別 し て い る ・)

第2の 観 察 に 関 して は 、次 の 文 の 対 を参 照 され たい(c五(6))。

(54)a.寒 い の な ら、 も っ と着 な さい 。

(Ifyouarecold(asyouassert),putonmoreclothes.)

b.*寒 い の な ら、 も っ と着 ます よ。

(IfIamcold(*asyouassert),Iwillputonmoreclothes.)

一 般 的 に い っ て
、我 々 は他 者 の 内 的 感 覚 に つ い て確 定 的 に断 言 す る こ とは で きな い 。 し た

が って 、(a)の 先 件 の よ う に、 聞 き手 が 自分 自 身 の 内 的 感 覚 につ い て断 定 す る場 合 は よい が 、

(b)の 先 件 の よ うに 、 聞 き手 が相 手(話 し手)の 内 的 感 覚 につ い て 断定 す る こ と はで きな い 。

した が っ て 、 第1の 観 察 を仮 定 す れ ば 、(54」b)の 文 が 不 自然 で あ る事 実 も説 明 され る こ とに

な る(cf「 寒 そ う に み え る の な ら 、 もっ と き ます よ。」)。Kmoの 第2の 観 察 は 、第1の

観 察 か ら導 か れ るNARA構 文 の 特 質 で あ る 。

こ の 例 で も示 さ れ る よ う に 、 日本 語 で は 、 「自」(ego)/「 非 自」(non-ego)の 区 別 、 な

い し は 、 い わ ゆ る'sublectivity'に 基 づ く区 別 が 表 層 にお い て も重 要 な働 き を 担 っ て い る 。

次 に 挙 げ る の は 、 こ の 点 に 関 して も っ と も よ く引 合 い に出 され る例 で あ る。

(55)a.僕 は悲 しい 。

b.絶 太 郎 は悲 しい 。

(56)a.*僕 は悲 し そ うだ 。

b.太 郎 は 悲 しそ うだ 。

別 の(よ り複 雑 な)例 を挙 げ る と 、 こ の 区 別 は 、 日本 語 に お け る 、い わ ゆ る 、「命 題 態 度

報 告 」(propositionalattitudereport)の 問 題 に も 関 わ っ て い る(次 の 例 を参 照)。14

14この例は
、Akatsuka(1978)で 挙げ られている例に依っている。
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(57)a.僕 は第3次 世界大戦が起きると思 う/信 じる。

b.汰 郎は第3次 世界大戦が起 きると思 う/信 じる。

c.太 郎は第3次 世界大戦が起きると思っている/信 じている。

d.君 は第3次 世界大戦が起きると思 うか/信 じるか。

日本語の 「思 う」、「信 じる」という動詞は、英語の"think"、"believe"と は異な り、状態

的(stative)な 動詞ではない。それを状態的にす るためには、「思っている」、「信 じている」

という形式にしなければならない。上の例が示すように、興味深いことに、主語が1人 称の

場合 には、たんなる 「思 う」、「信 じる」という表現を使 うことができる。また、疑問文にす

ると、主語が2人 称である時にこれらの表現を同様に使 うことができる。どちらの場合であ

れ、その命題態度報告の主体は 「自」である点に注意されたい。このような場合には、これ

らの動詞は、いわば、'perfo㎜ativeverb'と して用いられて)・ると想定 されるが、ここで

は、これ以上立ち入 らないことにする。

Kunoの 第3の 観察に関 しては、次の例を参照 されたい。

(58)a.*夏 になるのなら、パ リに行 きます。

b.今 すぐ夏になるのなら、パリに行 きます。

c.今 年 も暑い夏になるのなら、シドニーに行 きます。

d.太 陽が西からのぼるのなら、君 と結婚す るよ。

春、夏、秋、冬 という年間の季節の巡 りあわせ として、夏がいずれ(し かるべ き時 に)や っ

て くるというのは、必ず起 こるべ き出来事であり、(58-a)の 「夏になる」という言明をこの

ように解釈するならば、このNARA構 文は不自然 となる。 しかし、夏が今すぐやって くる

かどうかはまった く定かではない。また、今年 も確かに(し かるべき時に)夏 がやって くる

が、それが暑い夏になるかは定かではない。したがって、(b)、(c)は 、(a)と は異なり、不自

然 とはならない。(d)の 例 は、このNARA構 文に対する制約を、いわば、"逆手 にとった"

修辞的言い回しと考えられる。

次に、以上のKunoの 観察を修正 ・発展 して、NARA構 文の先件の基本的働 きを抽出す

ることにする。Kmoは 、NARA構 文の先件の断定は話 し手 自身によるものではない と述

べているが、この指摘は正 しくはない。たとえば、次の例を考えてみよう。15

(59)こ んなに喜んで くれるのなら、もっと早 く来ればよかった。

この文 を解釈する発話状況 として、話 し手が病院に入院している友人を見舞いにきて、その

友人が自分に会えてとて も喜んでくれたので驚いているという場面を考えてみる。この場合

には、話 し手は、自分がこれまでには予想 しなかった新 しい事実に直面したわけである。明

15この例は、Akatsuka(1983)に依っている。
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らかに、その先件の断定は話 し手自らによるものであり、他の誰によるものでもない。話 し

手 は、たったいまその事実 を(自 分がおかれている場面から)自 らみつけたのである。

この場合 も、さきに挙げ た他の例 と共通する特質を備えている。すなわち、NARA構 文

の先件 に含まれる断定的陳述(assertivestatement)は 、その文を発話する際に新 たに話 し

手の情報態 に導入された情報論的内容 として働いている。この内容は、多 くの場合、いわゆ

る"新 情報"(newi㎡o㎜ation)に 相当 しているが、必ず しも、この概念に合致す るとはか

ぎらない。たとえば、Kunoが 「'peopleingeneral'に よる断定」 として区別 した(53)の

場合 を再び考えてみよう。この場合には、その先件の言明は、世間一般に共有 されている、

いわば、"デ フォル ト的"言 明であり、話 し手にとって、'ηεωi㎡ormation'で あるとは必ず

しもいえないであろう(も っとも、この点は、そもそも'new血fo㎜ation'な る(理 論的?)

概念をどのように定義するか とい うことに依存 している)。確かに、その発話によって、そ

の言明が真であることが初めて想定されたわけではないが、この場合で も、それが、話 し手

の情報態において、その発話の時点で、いわば、新たに"表 面に浮かび上がった"('salient'

になった)と いえる。以上の議論に基づき、Kunoの これまでの観察は、次に挙げるNARA

構文(の 先件の用法)に 関する基本的特質 として、一般化されることになる。

(60)先 件 に含まれる断定的陳述は、その時点での談話の流れや発話の場面に基づ き、話 し

手の情報態 において(新 たに)導 入されるべ き内容 を表わしている。

この一一般化 に基づけば、さきの(54)の 例 も(Kunoと は多少異なる仕方で)説 明される。

(b)の 文が不 自然であるのは、Kunoが 主張するように、その先件の想定が'ifIamcold(*as

youassert)'と いうように解釈 されるからではなく、たんに、その言明が話 し手自身の内的

感覚についての ものであ り、一般的にいって、話 し手は自らの今の内的感覚に関して確かで

あり、その情報論的内容が自分にとって新たに導入 されるというのは(通 常の場合には)不

自然であるからである。

(60)の 一般化 を支持す るより複雑な例を挙げ よう。

(61)a.A:僕 は春にカリフォルニアに行 くよ。

b.B:君 が行 くのなら、僕 も行 くよ。

c.Bき 僕が行 くのなら、太郎 も行 くだろう。

d.A:君 が行 くのなら、太郎 も行 くだろう。

上の一連の談話の例では、まず、話 し手AがBに 「僕は春にカリフォルニアにい くよ。」と

述べたのに対 して、BがAに 「君が行 くのなら、僕 も行 くよ。」 と応えたとする。ここまで

は、談話の流れに何 も問題はない。しかし、もしも、Bが その発話にすぐ続けて、(c)の よう

に述べたとすると、その談話は座 りが悪 く感 じられる(こ の場合には、(c)の 代わりに、「僕

が行けば、太郎 も行 くだろう。」と言わなければならないであろう。)。(b)が発話された談話
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の 時 点 で は 、Aが 春 に カ リフ オル ニ ア に行 く とい う情 報 は ち ょ う どこ の 時 に(新 た に)Bの

情 報 態 に導 入 さ れ た もの で あ る。 した が って 、(b)の 発 話 は 、(a)の 応 答 と して ま っ た く問 題

は ない 。 しか し 、Bが 引 続 き(c)を 発 話 す る談 話 の 時 点 で は 、Bは 、 直 前 の 自分 自身 の 発 話

の 中 で 、春 に カ リフ ォル ニ ア に行 くつ も りで あ る と 自 ら述 べ て い る わ け で あ るか ら、 こ の 情

報 は 既 にBの 情 報 態 にお い て確 立 さ れ て い る。 した が って 、Bの(c)の 発 話 は 、 さ きの 一 般

化 の 制 限 に抵 触 す る こ と に な る。 要 点 は 、 同 一 の 話 者Bが 引続 き発 話 して い る とい う こ とて

あ る。 も しも 、(c)の 代 わ り に、AがBの(b)の 発 話 に続 け て 、(d)の よ う に 「君 が 行 くの な

ら、 太 郎 も行 くだ ろ う。」 と述 べ た と して も、 談 話 の流 れ と して何 も不 自然 で は な い 。

NARA構 文 の後 件 の用 法 に 関す る議 論 に入 る前 に 、 日本 語 の助 詞 「は 」 の働 き と関連 す る

興 味 深 い事 実 を指 摘 して お きた い 。 日本 語 文 法 で は 、 通常 、助 詞 「は 」 の機 能 は 、い わ ゆ る

"主 題"の 「は 」('th
ematic'ω の と"対 比"の 「は 」('contrastive'ω の の2つ に(便 宜 上)

区 別 さ れ る 。16英 語 で この 区別 を付}ナた い 場 合 に は 、 前 者 の 「Xは 」1こ対 して は'Spea㎞g

ofX'、 後 者 に対 して は'AsforX'と い う よ う に表 わ さ れ る こ とが あ る 。 そ して 、 しば しば 、

(通 常 の 場 合 、 きわ め て あ い ま い に)前 者 のXは'old血fo㎜adon'に 対 応 し、 後 者 のXは

'newinformation'に 対 応 す る とい う言 い方 が され る
。 こ こ で は 、 こ の 問題 自体 にふ れ る つ

も りは ま っ た くな い が 、NARA構 文 に関 連 す る点 だ け ーを指摘 してお く。

こ れ まで のNARA構 文 の議 論 で は 、 「な ら」 とい う形 態 が 節 に付 加 さ れ て い る場 合 だ け

を問 題 に して きた が 、実 は 、 「な ら」 は 名 詞 句 に も直 接 付 加 され る(次 の例 を参 照)。

(62)太 郎 な ら、 庭 で遊 ん で い る よ。

(AsforIhro,heisplayingintheyard.)

(Ifit's肱royouwantto㎞owabout,heisplayingintheyard.)

こ の タ イプ のNARA構 文 は 、(62)の 例 で対 応 す る英 文 に よ って概 略 示 した よ うに 、英 語 の

'AsforX'の パ タ ー ンに きれ い に対 応 して い る
。17明 らか に 、 この助 詞 「な ら」 の 取 り立 て詞

的用 法 は 、 さ き に(60)で 挙 げ たNARA構 文 の 先 件 に関 す る一 般 化 に密接 に 関連 して い る 。

そ れ で は 、NARA構 文 に関 して 久 野(1973)の 中 で 挙 げ られ て い る残 りの3つ の観 察 を

取 り上 げ よ う。

(63)(久 野1973)

4.32mustrepresentthespeaker'sevaluation,supposition,wi1,resolution,

request,orde葛orvoHtion・

5.Itismgra㎜aUcalif32representsastateoractionwhosere疝zationde-

pendsuponthefuturerealizationorcompletionoftheactionrepresented

16ここでは、 もちろん、これら2つ の用法が明瞭に識別され、理論上 も、日本語の 「は」にこれら2つ の用法

が別個に想定 されるべ きであると仮定 しているわけではない。
17この観察は、Akatsuka(1986)に 依っている。
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by51.

6.If52representswnl,resolution,request,order,orvoHtion,then5doesnot

aPP1)ろ

Kunoの 第4の 観察に関しては、以下の例を参照 されたい。

(64)a.も っ と寒 くなるのなら、暖房をいれます。

b.?も っ と寒 くなるのなら、暖房が自動的にはい ります。

(65)a.太 郎が来るのなら、花子は部屋か ら出て行 ったにちがいない。

b.?太 郎が来るのなら、花子は部屋か ら出て行 った。

(64-a)の 例では、その後件で話 し手の意志(wiu)が 表明されている。この文はNARA構

文 としてまった く問題がない。他方、似通った文である(64」b)は 、座 りが悪 く感 じられる

(cf.「 もっと寒 くなれば/寒 くなると/寒 くなったら、暖房が 自動的にはいります。」)。

Kmoの 観察に準拠すれば、この文が不自然であると判断される場合には、(64」b)は、たん

なる2つ の事象の間に成 り立つ事実的関係を表わし、その後件の陳述には、話 し手の主観的

な発話行為(評 価、推定、意志、要求、命令、等)が 含 まれていないと解釈 されるか らであ

る。(65-a)の 例では、その後件 には話 し手の過去の出来事についての評価が関与 している。

したがって、この文はNARA構 文 として不 自然 とはならない。他方、(65b)の 場合には、

その後件をたんなる過去の出来事の記述 と解釈すれば、この発話は不 自然 となる。

もちろん、以上の文法性の判断は、(Kunoが 想定 している以上に)き わめて微妙である。

一般的にいって、表層の文の形態だけからでは、それが談話においてどのような発話行為 を

表わしているか、必ず しも明瞭であるとはいえない。また、(63-4)の 観察で問題にされる発

話行為が、実際に、Kunoが そこで挙げているものに限定されるかは定かではない。しか し

なが ら、それでもやは り、以上のKunoの 観察は貴重であ り、彼が指摘 したように、一般的

にいって、NARA構 文の後件がたんなる事実的陳述や過去お よび未来の出来事の(純 粋な)

記述にす ぎない(と 解釈される)場 合には、その発話は不 自然 となる。

Kunoの 第5、 第6の 観察は、もっと複雑である。Kmoが 指摘するように、一般的にいっ

て、NARA構 文の後件が話 し手の発話行為に関わる第4の 条件を満たしていて も、必ず し

も自然な発話 とはならない。Kunoは 、このNARA構 文の特異性を第5、 第6の 観察 とし

て一般化 している。具体例 としては、以下の文を考えてみよう。

(66)?タ バ コを吸い始めるのなら、やめられな くなるで しょう。

(67)?あ なたが 日本に帰るのなら、僕はきっと寂 しくなるでしょう。

(66)、(67)の 発話では、その後件に関 して話 し手の推定が関与 している。したがって、そ

れらは、さきの第4の 条件には違反 していない。 しかしなが ら、これ らのNARA構 文は、
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やはり、対応するTO構 文、BA構 文、TARA構 文に比べて、不自然に感 じられる(c£ 「タ

バ コを吸い始めると/吸 い始めれば/吸 い始めた ら、やめられなくなるで しょう。」)。

このNARA構 文の特異性は、Kmoに 従えば、それが第5の 条件を満た していないこと

に起 因する。これらの文の後件の内容の実現(realization)は 、先件によって表わされる未

来の出来事の実現に(時 間的に)依 存 していると考えられる。たとえば、(66)の 場合 には、

まず もって、聞 き手が 「タバコを吸い始める」という行為があって初めて、聞 き手が 「タバ

コがやめられな くなる」という事態が有 り得 るのである。そもそも、聞き手がタバ コを吸い

始めなければ、タバ コをやめ られなくなるか どうかは問題にならない。

しか しながら、NARA構 文の先件 と後件の間の関係についてのこの条件 には、第6の 観

察で述べ られているように、"例外"が ある(次 の例を参照)。

(68)日 本に行 くのなら、パソコンを買ってきて ください。

(69)山 田さんが来るのなら、ぜひ一緒に食事が したい。

これ らの例 も、さきの場合 と同様に、先件 と後件の問には問題の依存関係が成 り立ってい

るが、まったく自然は発話である。その理由は、これらの文の後件に関与 しているのは命令、

欲求 といった発話行為であるからであると、Kunoは 指摘 している。そして、Kunoは 、こ

れらの例が実際にはさきの第5の 一般化 に対する見かけ上の反例 にすぎないことを次のよう

に説明 している。これ らの例では、その先件 と関係付けられるのは、後件の中で顕在 してい

る未来の行為(「 パソコンを買ってくる」、「一緒に食事をする」)自体ではなくて、"隠在化"

された抽象的動詞である'IR:EQUEST'、'IWANT'に 相当している。そして、これらの抽

象的動詞は現在の行為に対応 し、それはその先件の出来事の実現 に依存 してはいないので、

さきの第5の 制限には違反 しないことになる。

しか しなが ら、この説明は十分であるとは思われない。それでは、なぜ、さきの(66)、

(67)の 例に対 しても、抽象的動詞'ISUPPOSE'を 想定 して同様の説明の仕方で、それらが

不 自然にはならないと考 えてはならないのか、明瞭ではない。つまり、この ような説明が可

能であるためには、まず もって、Kmoが さきの(63・4)の 中で挙げている発話行為の中で

(63-5)の 一般化に従 うものと、(63-6)で その例外 として挙げている発話行為 との間の基本

的な違いを明確 にしなければならない。NARA構 文の先件 と後件の間の関係について真剣

に問題 にしようと思 えば、何 らかの抽象的動詞を想定するというような"小 手先"の 手段に

よるのではな くて、発話行為 もふまえて情報論的観点から、NARA構 文が表わす条件的陳

述の基本的働 きを考えねばならない。

以上のKmoの 観察に共通 してみられる点は、NARA構 文の場合には、その先件 と後件

の結び付 きは出来事の自動的な継続であってはな らないということであると想定される。そ

こで、NARA構 文の基本的特質 として、次の仮説を提起する。
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(70)「 非継続性」の仮説:

先件 と後件の結び付 きは、出来事の自動的な継続であってはならない。

既に述べたように、NARA構 文では、情報論的にいって、話 し手は、まず、その先件の発

話 にともない、暫定的(tentative)に その断定的陳述(assertivestatement)が 真であるとみ

な し、その結果 として、話 し手は新たな情報態に至らされることになる。ここで重要な点は、

NARA構 文では、他の構文の場合 とは異なり、さきに(60)の 一般化の中で述べたように、

その際に、話 し手による 「新たな断定」作用が(発 話行為の一部 として)実 際に行 なわれる

ということである。一般的にいって、その場合に、話 し手のそれ以前の情報態が、たんに、

その断定的陳述に対応する言明が付け加わるというだけのプロセスでア ップ ・デー トされる

とは限らない、むしろ、NARA構 文の場合にはそれではすまされないことになる。というの

は、そのプロセスは話 し手の 「新たな断定」作用によるものであ り、また、それはきわめて

「暫定性」の強い性質であ り、それ以前の話 し手の信念や知識 と"コ ンフリクト"(conflict)

を引 き起こす、ない しは、少なくとも、それを"乱 す"こ とになるからである。そこで、話

し手 は、その後件の発話行為として、その、いわば、"調整"(adjustment)を 行 なうという

プ ロセスに導かれることになる。

以上のNARA構 文についての情報論的解釈が正しいとすると、もしも、その先件 と後件

の表わす出来事の問に、自然な継起的連続ないしは依存関係がある場合には、その継続性 を

打ち破るのに十分な"力"の ある発話行為が後件においてともなわれなければ、その構文の

解釈過程の負荷(コ ス ト)に みわわないことになり、敢えてNARA構 文 を使用する必要は

ないのである。以上の認知的理由に基づき、さきの(64)～(70)の 例についてのKmoの 観

察が、より一般的な観点か ら、説明されよう。(66)、(67)と(68)、(69)と の間に、発話の

自然 さに有意差があるのは、それ らの間の発話行為の"力"の 有意差に還元される。また、

(64」b)、(6与b)の ように、その後件がたんなる事実的陳述や過去および未来の出来事の(純

粋 な)記 述を述べ ているにす ぎない と解釈 される場合には、敢えてNARA構 文 としてその

(条件的)言 明を表明するのは不自然である一 その負荷(コ スト)に 見合わない一 ことになる。

7条 件 的 陳 述 と は何 か

われわれの目的は、たんに、日本語の条件的陳述に関わるいくつかの基本的構文の用法に

ついて"記 述的"(descriptive)分 析 を与えることではなくて、そこで得 られた事実および

一般化に基づ き、自然言語(人 間言語)に おいて条件的陳述がどのように言語化(構 造化)

されるか という本質的問題に多少 ともせ まろうとすることである。そして、この企てを通 じ

て、そ もそも、われわれ人間が、その言語運用に関する認知能力に基づ き、われわれを取 り

巻 く 「世界」および 「リィアリティ」(Reality)と 関わりつつ、発話行為 を(談 話の流れの

中で)「 条件的」(conditional)な パターンで行なうというのはどのようなことであるのか考
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えたいからである。一言でいえば、「条件的陳述 とは何か」を問題 にしたいからである。

ここで、まず、「条件的陳述」(conditionalstatement)と 「条件文」(conditionalsentence)

という用語の使い分けについて、ふれてお く。「条件文」とは、「条件的陳述」が問題の特定

の言語において言語化 されている現われであ り、その際に 「文」(sentence)と いう語を付

けているのは、(通 常の単純な想定 に基づ き)、 一般的にいって、われわれの陳述が言語の

形式 としての文に対応すると(便 宜上)み な しているにす ぎない。もしも、 もっと厳密にい

いたかったら、「言語体系において、発話が条件的であると解釈される場合に、その解釈 を

支 えている対応す る言語の構造的側面の現われ」という回りくどい表現 を使 えばよかろう。

問題 としているのは、「文」ではなく、その使用 としての 「発話」である点に注意されたい。

したがって、形式上は同一の文が発話状況に応 じて"条 件文"で あった り、そうでなかった

りするという言い方をしても、矛盾 したことを述べていることにはならない。また、たとえ

ば、日本語のTO構 文には、「条件 を表わす用法」 と 「時を表わす用法」があるとい う言い

方 をしてもかまわない。

以上の但 し書は、用語上のささいな問題であるが、実は、さきの 「条件的陳述」と 「条件

文」の関係には、言語の理論的研究の方法論 に関わる本質的な問題が隠されている。われわ

れは、これまで何 も考えずに、あたかも 「条件的陳述」なる概念が まず もって普遍的に存在

し、「条件文」はその絶対的な概念 に対応す る(特 定の)言 語の構造的現われであるという

言い方 をしてきた。 しかしながら、「条件的陳述」なる概念が、そもそも、特定の言語の記

号体系(な い しは、その使用)か ら(言 語相対論的ではなくて)"隔 離"で きるか否かは、定

かではない。

た とえば、TO構 文の分析 を振 り返ってみ よう。その働 きを分析す る際に、われわれは、

「TO条 件文」とい う用語を用いなかった。われわれは、TO構 文 には、「時を表わす用法」

と 「条件 を表わす用法」という(見 かけ上の)2つ の用法があ り、これ ら2つ の用法は、情

報論的観点に基づ き、その構文の基本的特質から統一的に説明される、という分析を提示し

た。しかし、その際に、なぜ、「TO構 文」というような"colorless"な 用語ではなく、ため

らわずに、「TO条 件文」といってはいけないのであろうか。実際に、この構文 には、「条件

を表わす用法」が存在 し、その"用 法"は 統一的に説明されるのである。さらにいえば、こ

の構文が 「時を表わす用法」として使用される場合で も、日本語の"純 粋"に 時を表わす他

の構文一 たとえば、'p厭f(πz),q.'一 とは、明らかに、その使われ方が異なるのである(た

とえば、以下の例を参照)。18

(71)a.太 郎が研究所 に着 くと、ジョンが入口で彼 を待っていた。

b.*太 郎が研究所 に着 くと、ジョンが成田空港に到着 した。

(72)a.太 郎が研究所 に着いた時に、ジョンが入口で彼を待っていた。

18この観察は、久野(1973)に基づいている。
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b.太 郎が研究所に着いた時に、ジョンが成田空港に到着 した。

(71」b)は、(72」b)と異なり、不自然な発話である点に注意されたい。その理由は、われわ

れのTO構 文の分析から既に明らかであろう。そこで述べたように、TO構 文には 「付随性」

という基本 的特質があり、TO構 文の先件 は、情報論的にいって、後件の内容が付随的に成

り立つ場面を設定(セ ット・アップする)働 きがある。 したがって、(71∠b)の例のように、

後件が先件 とまったく"無 関係"な 事態 を表わす一 これら2つ の出来事がともに成 り立つ

ような状況 を想定することが不自然な一場合には、発話全体 も不 自然になる。他方、当然の

ことながら、'pfo羅(πz),q.'と いう(純 粋に)時 を表わす構文にはこの ような制約はない。

(72」b)が示すように、"物 理的"な 時が合致 していればよい。

したがって、われわれがこれまで問題にしてきた構文に、実際に、「条件 を表わす」用法

があ り、しかも、他の用法 も併せて、その構文が(情 報論的観点か ら)確 かに統一的に説明

されるならば、その構文を日本語 とい う特定の言語体系における 「条件文」(の1つ)で あ

ると言い切 っても、さほど不自然なことではなかろう。もしも、このように言い切 るとすれ

ば、日本語 とい う記号体系では、これらすべての 「条件文」を包摂する形で、「条件的陳述」

とい う概念 自体が存在(顕 在)し 、また、これらの 「条件文」のパターンの基本的違いに相

当 して、その概念が"分 節"(articulate)さ れている、というように考え直 してもよかろう。

以上の"構 造主義的なかお り"が 強い言語に対する見方を今 日的に"甦 えらせる"の も、わ

れわれの研究の基本的立場 を忘れないかぎり、さほど悪 くはなかろう。すなわち、われわれ

は、あ くまで、情報論的立場から言語(の 使用)を 研究 しようとしているのであり、たんに、

言語の形態 と(言 語の使用 を離れた"靜 的"な)内 容との結び付 きの恣意性を仮定 している

のではない。

そこで、以上の議論をふまえて、これまで問題 にしてきた 日本語の4つ の基本パターン

自体 を、それぞれ、日本語における 「条件的陳述」の構造的顕在化 とみなす ことにしよう。

したがって、われわれの本質的な研究課題である 「自然言語における条件的陳述 とは何か」

という問題は、 日本語 を具体的な研究対象(デ ータ)と する場合には、これらのパターンに

共通 してみられる特質は何であるか、およびそれらの多様性が どこから起因するか、という

(少な くとも)2つ の下位の問題に還元 されることになる。

以下では、これまでの分析か ら得 られた一般的事実を順をおって整理 しなが ら、この問題

について議論することにする。われわれは、日本語における条件文の多様な用法をまとめる

うえで、第1に 、「時を表わす用法」 と 「条件 を表わす用法」の関連性を(日 本語にかぎら

ず、言語一般的に)指 摘 した。そして、(少な くとも)日 本語の場合には、両者の用法は互い

に密接に関連 しているので、それらが日本語の条件文の異なる用法 として見かけ上考えられ

る場合でも、理論的には、これらの用法を互いに独立 したものとして分析するのは妥当では

ないと指摘 した。 したがって、伝統的な(命 題)論 理の場合のように、自然言語の条件文を

時制論理(tenselogic)と 分離 して独立 に扱うのは適切であるとはいえないことになる。つ
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まり、伝統的な命題論理の枠組みに基づ き、自然言語の条件文の"論 理形式"と して、それ

を、平行す る連言的命題(p&q)や 選言的命題(p>q)と 同列に扱 うのは、出発点 とし

て間違っている。自然言語の条件的陳述では、先件 と後件の間の(因 果)関 係が2つ の出来

事の間の時間的依存関係 に起因している場合であっても、その言明は 「条件的」 である資格

を与 えられうる。この時点で、既に、従来の 「質量含意」(material㎞plication)を 自然言

語の条件的陳述 に対する近似 として想定することが、実質的に見当違いであることが明白で

あろう。

第2に 、いわゆる、直接法的/仮 定法的条件文の区別に関 して指摘 したように、英語のよ

うに、この区別が顕在化 している言語は、いわば、"marked"で あ り、その識別を日本語の

ように、発話の情報論的内容に対する話 し手の態度(attitude)に"任 せ ている"言 語の方が

言語の構造化に関して"㎜arked"で あるといえる。 この点において、既に、従来の可能

世界意味論の枠組みによる 「厳密含意」(strictimplication)に 基づ く自然言語の条件 的陳

述に対す る近似が、実質的に間違っていることが明 らかであろう。実際、英語のようにこの

区別が明確 に顕在化 しているように思われる場合でさえも、部分的には、その識別が不明瞭

である事例が見いだされる(次 の例 を参照)。19

(73)(PopetoatelephoneoperatorinasmallSwissvnlage)

Pope:1'mthePope・

Operator:IfyouarethePope,1'mtheEmpressofChina.

このような例は、'indicativecounterfactual'と よばれているように、その条件文は、形態上

は、直接法(indicative)の モードで現われているが、内容的には、反事実的(comterfactual)

である。

「質量含意」も 「厳密含意」も、(過去の)論 理学者が作 りだした"人 工物"(artifact)に

すぎない。自然言語(naturallanguage)は 、このような人工物が意義ある分析の道具である

には、あまりにも"自 然"す ぎる。自然言語の発話は、特定の談話および場面の中で、動的

に変化する話 し手の情報態(illformationstate)に 準拠 して、発話 され、解釈 されるもので

ある。 したがって、たとえ、宣言的命題が与えられたとしても、談話の参加者は、かな らず

しも、その言明を自己の情報態において 「知識」(㎞owledge)と してそのまま即座に"許

容"す るとはか ぎらない。この点は、情報処理のプロセスに関 して、人間の言語(の 使用)

と(従 来の)計 算機 との基本的違いの1つ であろう。

たとえば、われわれのNARA条 件文の分析を思い出してみよう。そこでの分析で提起 し

たように、情報論的にいって、NARA条 件文では、話 し手は、先件における断定的陳述 と平

行 して、その言明を(そ の発話の時点で新たに、ないしはあらためて)想 定するという処理

過程 を経ることになるが、このプロセスが完了 した時点においても、その情報は、引続 き暫

19この例は、Akatsuka(1983)か らの借用である。
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定的な性質の ものであ り、話 し手の情報態において 「知識」としての位置づけを与えられた

わけではない。20日本語のNARA構 文の用法は、純粋 に条件的である事実を考 えれば、以

上の 自然言語の条件的陳述の動的側面がこの構文に関 してとりわけ明瞭に感 じ取れるのは、

不思議なことではない。

それでは、日本語の条件文の基本パターンに対する、個々の分析および仮説を振 り返って

み よう。TO条 件文の分析で、われわれは、まず、その先件は引 き続 く後件の記述内容が評

価(evaluate)さ れる場面ないしは状況をセット・アップする働 きをする、と指摘 した。われ

われは、たまたま、記述の便宜上、TO構 文からスター トしたので、この点をそこでの分析

の中で述べているにす ぎない。この点は、TO条 件文にか ぎらず、基本的には、日本語の他

の条件文のパターンについてもそれな りにいえることである。

ただし、BA条 件文の場合には、事情が他 とは異なっている。われわれは、この構文の(下

位クラスの)事 例 を説明するうえで、「必然性」の概念に基づきそれらを特徴づけるのでは

なく、その概念が どこから起因するか という問題 に踏み込み、「十分性」の仮説を提起 した。

この仮説は、明らかに、さきの 「セット・アップ」の考え方 とは矛盾する。つまり、処理過

程の方向が、いわば、"逆行"し ている(cf(33)、(34))。 この仮説は、それを提起 した際に

すでに述べているように、BA条 件文の部分の事例に対 して適用される(た とえば、(35」b)、

(36三b)に関する2つ の解釈 を参照 されたい)。 したがって、この仮説が(事 実的にいって)

適用 されないBA条 件文の事例の場合には、さきの 「セット・アップ」の考え方がそれな り

に想定されることになる。

しか し、BA条 件文の場合に、このような下位クラスの事例をあえて想定 したのには、理

由がある。一般的にいって、自然言語の条件的陳述に対 しては、い くつかの異なる"目 のつ

け方"が ある。その主要な(1つ の)見 方では、「先件」(antecedentclause)と 「後件」

(COnSeqUentClauSe)と いう用語を用いることにも(暗 黙の内に)示 されているように、問

題 とするのは両者の問の因果関係自体である。実際、条件的陳述では、この論理的結 び付 き

が明確に意識 されるから、これ らの用語を使 っているのである。21したがって、この(伝 統

的な)見 方 に基づけば、その因果関係がどのような性質であるか ということが、条件文に対

する直接の分析対象 となる。そして、最近の(情 報論的観点 もふまえた)自 然言語の条件的

陳述に関す る理論においても、この見方 に準拠 して引続 き研究が行 なわれているのであ り、

たとえば、この因果関係を(あ る種の)「制約」関係の表明としてとらえるという立場がみ

られる。22

20ここでは、「知識」と「情報」との本質的な相違を仮定している。「知識」とは、たんなる"古い情報"(01d
i㎡ormation)のことではない点に注意されたい。両者は、概念的にいって、同じレベルの対象ではない。
21われわれは、これまで、日本語の条件文がたとえ「時を表わす用法」として使われている場合であっても、「条

件を表わす用法」の場合と同様に、「先件」、「後件」という用語を使ってきたことに注意されたい。それは、これ
らの構文に対して、どちらの用法であれ、同じ用語を用いて、それらを統一的に扱っているという点を明示した
かったのにすぎない。したがって、われわれの用語の使い方は、従来の慣習とは異なっている。
22その代表例としては、Barwise(1985)を参照されたい。
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このような自然言語の条件的陳述に関する理論は、たとえ一 われわれの分析がすでに示し

ているように一包括的なもの とはいえないが、自然言語の条件的陳述の部分的な事例 に関

しては、その本質的な側面を指 し示 している。実際、日本語のBA条 件文の基本的機能 は、

「制約(だ け)に 基づ く理論」によっても説明されると考えられる(第4節 の最後で述べた

コメントを参照されたい)。(33)で 提示 した 「十分性」の仮説は、以上のような条件文に対

する"目 のつけ方"を 前提にしているのであり、かならず しも、文字通 りそこで述べられて

いるように、認知的処理過程の方向性まで も主張 しているわけではない。そこでは、BA構

文の発話の全体 としての特質を主張 しているのである。他方、日本語の他の条件文の場合に

は、このような 「制約(だ け)に 基づ く理論」は、自然言語の条件的陳述に対 してはあまり

も"靜 的"で あ り、十分 とはいえないだけではなく、その本質をとらえてはいない。これら

の場合 には、"先 件"と"後 件"の 結び付 きをたんに全体的に扱うのではなく、われわれの

(暫時的な)認 知的処理過程 自体 も問題にしなければならない。23

TO条 件文およびTARA条 件文の場合 には、先件 と後件の間にみられる因果関係は、明ら

かに、時間的(temporal)な 性質のものである((12)の 「付随性」(時 間的隣接性)の 仮説お

よび(48)の 「偶発性」の仮説を参照〉。第2節 の中では、この点に関 して、「TO構 文 およ

びTARA構 文の 「条件を表わす用法」は、それ らの 「時を表わす用法」から派生されると

考えられる。」と指摘 した(c£p.4)。 しか し、これらの構文の用法を記述的に分析 した後

で、この節で、さらに一般的に、「自然言語の条件的陳述 とは何か」とい う問題を考えると

ころまで議論が進んで くると、既に述べた理由("言 語観")に 基づき、これ らの構文 自体

を日本語とい う記号体系での 「条件文」の1つ として認定 していることに注意 されたい。つ

まり、われわれは、自然言語の条件的陳述に対 しては、先件 と後件 との間の"論 理的"関 係

がたとえ時間的な結び付 きに(本 質的に)依 存(起 因)し ていると分析 される場合 も一(旧

来の)論 理学者の"好 み"に は合わないかもしれないが一認めているわけである。

しかしなが ら、もちろん、任意の時間的関係が、条件文の 「因果関係」として、"論理的"

にも、言語学的にも、あるいは、認知的にもそのまま認められるわけではなかろう。かといっ

て、逆に、そのように認定 される時間的関係が一意的に規定されるとは、必ず しもいえない

であろう。人間言語は(少 なくとも、あるレベルでは)相 対的なものであ り、24言語に関わる

われわれの認知的運用 も絶対的なものであるとはアプ リオリにはいえない。 したがって、日

本語のこれ ら2つ の条件文について、その時間的関係を見比べることは、きわめて興味深い

といえる。

23ちなみに、自然言語の、いわゆる、「コンテクスト依存性」をも直接に問題にしている"動的"な意味論の
形式的枠組みとして、状況意味論(SituationSemantics)と、ディスコー表示理論およびその最近の発展である
Gmenendilk-Stokhof岬bl㎞an流 の'DynamicSemantics'の2つ の流れが考えられるが、言語の発話としての
暫時的展開を形式化するという点に限っていえば、前者の(従来の)枠組みは、後者に比べて、"靜的"であると
いえる。
24この言語相対論的見方は、言語普遍論的見方を否定するものではない。両者の見方は、実際には、互いに対

立(矛 盾)し ているわけではない。「普遍」があるから、「相対」が考えられるのである。
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TO構 文 とTARA構 文 の基 本 的用 法 に関 す る わ れ わ れ の 一 般 化(な い しは 、 仮 説)に 依

れ ば 、両 者 の 時 間 的 関 係 に は 、 明 らか に、 共通 す る特 色 が あ る 。 どち らの場 合 で も、 先 件 と

後 件 の 間 に は 、 基 本 的 に い っ て 、2つ の 出 来 事 の"自 然 な連 続 性"が 観 察 さ れ る 。 こ こ で 、

まず 、 こ の"自 然 な連 続 性"は 、 た ん な る物 理 的 な 意 味 で の 時 間 の対 応 関 係 で は な く、認 知

的 な性 質 の もの で あ る こ と に注 意 し な け れ ば な らな い 。 た と え ば 、 さ き に(71)の 例 で 指 摘

して い る よ う に 、2つ の 出 来 事 の成 立 す る(物 理 的 な)時 間 が 一 致 して い て も、 話 し手 が そ

れ らの 問 の 関 係 を(時 間 的 な)"因 果 関 係"と して 認 知 して い ない か ぎ り、 そ れ はTO条 件

文 の 真 性 な事 例 とは み な され な い 。 した が っ て 、("認 知"を 伴 わ ない 旧来 の)計 算 機 で は 、

(71」b)と(72」b)の 違 い を識 別 す る こ とは 不 可 能 とな る 。25そ こ で 、 次 の 仮 説 を提 起 し よ う。

(74)「 時 間 的 因果 関 係 」 に つ い て の 仮 説:

自然 言 語 で は 、2つ の 出 来 事 の 間 に"自 然 な連 続 性"が 認 知 的 にみ とめ られ る場 合 に

(か ぎ っ て)、 そ の 時 間 的 関係 に 基 づ く発 話 は 条件 的 陳 述 と して 用 い ら れ う る。

こ の仮 説 は 、 当 然 の こ とな が ら、 思 弁 的 な もの で あ り、 容 易 に反 例 が 見 つ か るか も しれ な

い 。 と くに 、()を はず して 考 え た場 合 に は、 自然 言 語 に対 して 、 か な り強 い仮 説 で あ る と

い え よ う。 な にせ 、 わ れ わ れ は 、 日本 語 の た っ た2つ の 構 文 の 基 本 的 特 質 か ら 、そ れ を演 繹

して い るの で あ る。 しか し、 そ れ に もか か わ らず 、 この よ うな仮 説 を提 起 す る こ とは 、 そ れ

な りの 意 義 が あ る と思 わ れ る 。 とい うの は 、第1に 、 さ きに挙 げ たTO条 件 文 に つ い て の 観

察1ま、 時 間 的依 存 関 係 に基 づ く自然 言 語 の 条 件 的陳 述 の か な り基 本 的 な特 質 に 関連 して い る

と想 定 さ れ る か らで あ る。 第2に 、2つ の 出 来事 の 問 に、 大 幅 な 、 な い し は 、'coherent'で

は な い 時 空 間 的"ず れ"が あ る 場 合 に 、 われ わ れが そ れ ら を認 知 的 に 関連 付 け る とは 、直 観

的 にい っ て考 えづ らい か らで あ る。26第3に 、 も しも 、 この(強 い 意 味 で の)仮 説 を仮 定 し、

さ ら に 、 わ れ わ れ のNARA構 文 につ い て の 「非 継続 性 」 の仮 説 も想 定 した とす る と、 なぜ 、

この 構 文 の 場 合 に は 、 「時 を表 わ す 用 法 」 が み とめ られ な い か 、 自然 に説 明 さ れ るか らで あ

る(cf.(5-d))。 ま た 、 わ れ われ は 、BA構 文 の場 合 に は 、 そ の 見 か け 上 の 「時 を表 わす 用

法 」 は 表 面 的 な もの で あ る と指 摘 し(cfp.4)、 この 構 文 の 基 本 的 特 質 を分 析 す る 際 に は 、

先 件 と後 件 の 間の 時 間 的依 存 関 係 に よ らず に 、 そ の 「必 然 性 」 の 意 味 合 い を分 析 した こ とに

注 意 さ れ た い 。 した が って 、 「時 間 的 因果 関係 」 の仮 説 は 、BA構 文 の用 法 が 基本 的 に は条 件

的 な もの で あ る とい う事 実 も 自動 的 に説 明 す る こ と に な る。

次 に 、TO条 件 文 とTARA条 件 文 の 間 にみ られ る 、時 間 的 因 果 関係 の 違 い につ い て考 え て

25もちろん
、この識別 を"イ ンプリメント"す ることが、原理的にいって、計算:機に不可能であるといってい

るのではない。それは、自然言語処理において援用する自然言語の理論の基本的性格に依存 している問題である。

まさに、この点において、計算機(工 学)の 研究者と(自 然)言 語の研究者 とが、有意義な交流の場 を共有するこ

とになるのである。
26ここで、状況意味論 に馴染みのある研究者ならば、S&Aの 著述の中での`realsituation'と'abstractsituation'

の区別が思い浮かぶかもしれない。論理的(数 学的)に は可能であるすべての'abstractsituation'が 、必ず しも、

何 らかの'realsituation'に 対応するわけではない。
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み よ う。 わ れ わ れ の分 析 で は 、「付 随性 」/「 偶 発 性 」 とい う用 語 を使 って 、 そ れ らの 質 的 違

い を 指 し示 して い る。 こ れ らは 、 明 らか に 、「様 相 的 」(modal)な 概 念 で あ る 。 さ ら に 、 こ

れ らの 様 相 的 概 念 は 、(命 題 の 真 偽 に 関 す る)従 来 の標 準 的 な様 相 論 理(modallogic)の 枠

組 み に基 づ い て 規 定 され る ほ ど"靜 的"な 概 念 で は な い 。 こ こで は 、 た ん な る 、命 題 の 「事

実 」(fact)/「 非 事 実 」(nonrfact)の 対 立 が 問 題 に さ れ て い るの で は な く、 た と え 、同 じ く

「事 実 的 」(factual)な 言 明 で あ って も、話 し手 の そ の言 明 に対 す る情 報 論 的見 方 、 な い しは

態 度 が 問 題 に され てい る 。 した が って 、2つ の 出 来 事 の 問 に(時 空 間 的 に)自 然 な連 続 性 が

事 実 と して認 め られ た と して も、話 し手 は 、 そ の連 続 性 に対 して 、異 な る見 方 で 言 語 化(構

造 化)す る こ とが 許 され る。

た だ し、許 さ れ るバ リエ ー シ ョン は 、 た ん に 、そ の 見 方 が"認 知 的 に有 意 味"で あ れ ば そ

れ で よい とい う わ け で は な い 。 実 際 に は 、 そ の 顕 在 化 は 、 当 該 の言 語 体 系 の 中 で(対 立 す

る)形 式 上 の 違 い と して構 造 化 され る うえ で の 「言 語 の体 系 的 制 約 」 に準 拠 しな け れ ば な ら

な い 。 したが っ て 、 そ の バ リエ ー シ ョン の幅 が 、実 際 には 、 きわ め て 限 定 さ れ た形 で顕 在 化

され て い た と して も不 思議 で は な い 。27ま た 、 も し も、条 件 的 陳 述 で先 件 と後 件 と を結 び付

け て い る接 続 的 形 式 が 、言 語 体 系 の 中 で そ れ以 外 に も現 わ れ る場 合 に は 、 同一 の形 態 的 単 位

の異 な る現 わ れ と認 定 され るか らに は 、 そ の形 式 が 条件 的 陳 述 で 担 う様 相 的概 念 に は 、他 の

現 わ れ で の 特 質 が(部 分 的 にせ よ)持 ち 越 され る こ とに な ろ う。 実 際 、TO条 件 文 の 場 合 に

は 、 わ れ わ れ の 「付 随 性 」 の概 念 は 、 「AとB」 とい う よ う に2つ の 語 句 を並 記 す る 「と」

の用 法 に 関 連 づ け られ て い る(注4を 参 照)。 この 点 は 、 自然 言 語 の斉 一 的 な記 号 体 系 と し

て の(一 種 の)「 経 済 性 」 の 現 わ れ で あ ろ う。

次 に 、 こ れ まで の 日本 語 の 条 件 文 の 分析 に基 づ き、条件 的 陳 述 と発 話 行 為 との 関 連 につ い

て 考 え て み よ う。 言 語 運 用 を 離 れ た言 語 の 認 知 的研 究 とい う もの は 、一 部 の一 しか し な が

ら、 現 象 的 に は 、現 在 の 言 語 学(者)の 間 で は主 流 派 で あ る一"作 業 仮 説"に す ぎ ない 。 自

然 言 語(naturallanguage)に 「自然 」(natural)と い う修 飾 が(人 工 的 言 語 との比 較 で)使

用 さ れ て い るの は 、必 ず しも 、そ れが'opt㎞al'な 記 号 体 系 で あ る とい う"神 の 啓 示"の 表

明 で は な い 。 自然 言 語 の発 話 に対 して 、そ の 暫 時 的 な過 程 を捨 象 す る認 知 的 研 究 は 、少 な く

と も 、 自然 言 語 の 条 件 的陳 述 に 関 して は 、 十全 な分析 と はい え ない 。28こ の 点 は 、 と りわけ 、

27た とえば
、状況意味論風の、いわゆる、「生態学的実在論」(EcologicalRealism)の 立場に基づけば、生体

(燗)が 、自己 を取 り巻 く 「孅 」(enviro㎜ent)と の相互作用に基づ き、その生体 にとって"有 意味"な 情

報を引 き出す うえで、そのバ リエーションが"有 意味"で あると考えられる場合に(の み)、それらが多様的に言

語化されることが認められることになろう。しか し、この ような考え方は一 それ自体 に異議 をとなえるつ もりは

まった くないが一 あまりにも一般的す ぎて、そこには特定の言語の文法体系 についての"配 慮"が 含まれていな

い。つ まり、その構造的多様性は、当該の言語の体系に基づ き、現実にはさらに限定されることになる。従来の

言語学者流 にいえば、言語の母語話者は、その対立がその言語の体系において有意義である場合にのみ、それ ら
の形式 を対比的に使用 し、認識するにすぎない(cf.p.2)。 したがって、言語の構造的側面に対する体系的研究

を捨象 した言語の認知的研究は一それ自体 も、た しかに有意義ではあるが一(個 人的には、きわめて残念 なこと

に)"実 際的"で あるとはいえない。
28この点は

、自然言語の代名詞の用法および照応(anaphora)の 現象に関しても、同様にいえることである(た

とえば、GrDenendilkandVbl㎞an(1994)を 参照)。
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従来の言語学的研究に関 して、いわゆる、「文文法」の射程の限界を指 し示すことになる。

一例 を挙げ れば、自然言語の発話の 「非文法性」(ungramaticahty)を 説明する場合 に、

「文文法」の枠内では、その文の統語的、意味的不整合性に依拠せ ざるをえないことになる

が、われわれの情報論的立場の場合には、その発話 を解釈するうえでの情報論的"負 荷"(コ

ス ト)と い う観点か らも、その 「非文法性」が"ア ナログ"的 に識別されるのである。29たと

えば、われわれのNARA条 件文の分析 を思い出してみよう。この構文は、他の日本語の条

件文 と比べて、それが条件的陳述を表わすうえで、発話行為に基づ く側面が先件 と後件の問

の結び付 きで中核的な働 きを担っている(cLp.27)。 したがって、NARA条 件文は、それ

を発話、解釈するのに、情報論的"負 荷"(コ ス ト)が より高い構文であるといえる。また、

この構文は、他の条件的陳述を表わす 日本語の構文 に比べて、(通 時的にいっても)よ り基

本的ではない、"周 辺的"な 構文で もある。 したがって、当該の言語体系に関して、その構

文が(互 い に対立する形態の中で)「 情報論的"負 荷"(コ スト)が 高い」という特性 と、そ

れが(そ の体系の中で)「"周 辺的"で ある」 という事実の間には、何 らかの関連があると

想定されよう。

(75)「 言語の周辺的性質」についての仮説:

言語の構造的形態が、それが互いに対立する(言 語の部分的)体 系の中で、情報論的
"負 荷"(コ ス ト)が 高いほど

、それは、その体系の中で、"周辺的"な 形式 として位

置づけ られやすい。

この仮説は、もちろん、きわめて思弁的なものにす ぎない。しかし、敢えて、仮説 として

提起す ることには、言語の 「文法性」に対する動的な見方を情報論的観点から今後 とも研究

してうえで、それなりの意義があろう。また、付随的に、(日 本語の)条 件的陳述と発話行

為 との問の一般的な関係について、次の仮説 を提起する。

(76)「 条件的発話行為」についての仮説:

自然言語の条件的陳述の場合 には、先件 と後件の関連付けにおいて、発話行為が"中

核的な働 き"を 担っているほど、その情報論的"負 荷"(コ ス ト)が 高い。

最後に、この仮説の中に含まれている 「発話行為が"中 核的な働 き"を 担 う」とい うあい

まいな言い方 について、若干の考察を付け加えておこう。NARA条 件文をTARA条 件文 と

比較 した、以下の例 を参照されたい。

(77)a.太 郎が来たら、僕は帰 る。

b.太 郎が来 るのなら、僕は帰る。

c.太 郎が来た時に、僕は帰る。

29この見方に関しては、橋田浩一氏の一連の研究に依っている。
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(78)a.日 本 に行 っ た ら、 パ ソ コ ン を買 って きて くだ さ い。

b.日 本 に行 くの な ら、 パ ソ コ ン を買 っ て きて くだ さ い 。

c.日 本 に行 っ た 時 に 、 パ ソ コ ン を買 っ て きて くだ さ い。

(a)の 発 話 は 、 そ れ ぞ れ 、(c)の 発 話 と ほ ぼ似 た よ う な言 明 を表 わ して い る が 、(b)は そ う

で は な い 。 た と え ば 、(77」b)の 場 合 に は 、話 し手 は 、必 ず しも 、太 郎 が 来 た 時 に そ の 場 を離

れ る とは か ぎ らず 、太 郎 が 来 る前 にい な くな る か も しれ な い。(78)で は 、(b)の 場 合 で も(a)

と同 じ く、聞 き手 が 日本 に行 っ て か らパ ソ コ ン を そ こで買 う こ とが 問 題 に され て い るが 、 そ

れ は 、 た ま た ま、現 実 的 にそ う な って い る にす ぎな い(cf.「 日本 に行 くの な ら、(あ らか じ

め)自 分 の名 刺 をつ くっ て お きな さい 。」)。こ こ で 、 条件 的 陳 述 の"疑 似 的"な 論 理 形 式 を 、

(要 望 な どの)発 話 行 為 の側 面 も含 め て 、次 に よ う に表 わ す こ とに し よ う。

(79)a・(P→q!)

b・(P→q)!

(79)の 式 の 中 のp、qは 、 そ れ ぞ れ,、条 件 的 陳 述 の 先 件 、後 件 の(命 題 的)内 容 に相 当 し、
'!'の 記 号 は

、便 宜 的 に 、 そ の 陳 述 に対 応 す る発 話 行 為 を示 して い る。'→'の 記 号 は 、先 件 と

後 件 の 問 の 時 間 的一 よ り一 般 的 に は 、状 況 的一 依 存 関係 を便 宜 的 に表 わ してい る 。(79-a)の

論 理 形 式 は 、(79」b)よ り も、条 件 文 の 表層 の 形 式 に"よ り近 く"対 応 して い る。 つ ま り、表

層 で は 、条 件 文 の(要 望 な どの)発 話 行 為 の側 面 は 、そ の 後 件 の 節(clause)の 中 で 顕 在 化 さ

れ て い る。 しか し、 意 味 的 に は 、(a)と(b)は き わ め て似 通 っ てお り、'→'と'!'の 間 の い わ

ゆ る 「ス コー プ 」(scope)に お け る 区別 は 、認 知 的 に も 、必ず し も明 瞭 で は な い 。 た とえ ば 、

さ きの(78)の 例 を考 え る と 、 そ の発 話 の 内 容 は 、 近似 的 に 、次 の2通 り に表 わ さ れ るが 、

(80)a・IR:EQUEST[thatitbethecasethatq,incasethatp】.

b・IR:EQUEST[thatitbethecasethatq】,incasethatp.

(a)と(b)の 解 釈 の 違 い は 、 直観 的 にい っ て も、 さほ ど明 確 で は な い 。 た だ し、 以 上 の 点 は 、

NARA条 件 文 で は な く、TARA条 件 文 の場 合 に つ い て い え る こ とに注 意 され た い 。 実 際 に、

既 に(78)の 例 で 指 摘 した よ うに 、(a)の 発 話 は 、 内 容 的 に 、(c)と ほ ぼ似 通 っ て い る。 そ し

て 、(c)に 対 して は、(80-a)の 方 が そ の 近似 的 内 容 に近 い と考 え られ よ う。他 方 、 こ の(80-a)

と(80∠b)と の"パ ラ フ レーズ"は 、NARA条 件 文 に は 当 て は ま ら ない 。(78」b)の 発 話 の 近

似 的 内 容 は 、 明 らか に 、(80」b)の 形 式 に対 応 し、 この 場 合 に は 、(80三b)と(80-a)と は"パ

ラ フ レー ズ"と は な りえ な い 。 そ の 原 因 は 、NARA条 件 文 で は 、先 件 と後 件 の 関 連 付 け に

お い て発 話行 為 が"中 核 的 な働 き"を 担 っ て い る点 に起 因 す る。 わ れ わ れ のNARA条 件 文

の 分 析 で 示 した よ うに(cf.(60))、 そ の 先 件 には 既 に(新 た な)「 断 定 」(assertion)と い

う発 話 行 為 が 関 与 して い るの で あ る。 した が って 、実 際 に は 、NARA構 文 の条 件 的 陳 述 は 、
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表 層 的 に は 、 さ きの(79-a)の'(p→q!)'の 形 式 で は な く、'(p!→q!)'の 形 式 で な け れ ば な

らな い(こ こ で は 、'!'の 記 号 を 、 問 題 の 「断 定 作 用 」 に 対 応 す る発 話 行 為 に対 して も便 宜

的 に 用 い て い る)。'(p!→q!)'の 形 式 は 、 当然 の こ とな が ら 、(79」b)の'(p→q)!'と は 同

等 に は な りえ な い 。 さ らに い え ば 、NARA条 件 文 の論 理 形 式 の 中 で(便 宜 的 に)用 い て い

る'→'の 記 号 は 、TARA条 件 文(お よびTO条 件 文)で 用 い る場 合 の'→'と は 、 質 的 に も

明 らか に異 な っ て い る。 わ れ わ れ のNARA条 件 文 に対 す る 「非 継 続 性 」 の仮 説 で 述 べ た よ

う に 、先 件 と後 件 の 間 に は 、 「連 続 性 」(「自動 性 」)は 関 与 して い な い 。30
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